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漢
の
首
都
長
安
城
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
幾
多
の
人
々
に
よ
っ
て
解
説
・
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
近
年
に
は
、
文
献
研
究
と
と
も
に
調

査
費
掘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
そ
の
全
貌
を
解
く
手
掛
り
が
つ
か
め
て
い
な
い
。
最
近
私
は
、
漢
の
長
安
城
の
関
係
史
料
を
検
討
し
た

結
果
、
漢
の
長
安
械
は
、
従
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
の
賑
郷
亭
皇
制
度
の
鯨

(
H
都
郷
)
の
制
度
を
基
礎
と
し
て
造

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
鯨
郷
制
度
は
、
種
々
議
論
の
劃
象
と
さ
れ
て
い
る
秦
の
商
換
の
肝
庇
航
〉
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
考



え
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
に
卑
見
の
大
要
を
の
ベ
、
大
方
の
御
敬
示
を
あ
お
ぎ
た
い
と
思
う
。

漢
の
長
安
城
に
つ
い
て

1 

問
題
の
所
在

漢
の
長
安
城
に
つ
い
て
は
、
『
漢
奮
儀
』
や
『
三
輔
決
録
』
・
『
三
輔
奮
事
』
・
『
三
輔
黄
閏
』
な
ど
に
、
そ
の
城
壁
・
市
街
・
宮
殿
な
ど
の
読

明
が
の
っ
て
お
り
、
そ
れ
一ら
を
手
掛
り
と
し
て
調
査
護
掘
が
準
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
長
安
城
の
こ
と
を
停
え
た
諸
文
献
に
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
容
易
に
そ
の
構
造
が
つ
か
め
な
い
現
肢
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

付
長
安
城
の
形
に
つ
い
て
、
今
本
『
漢
奮
儀
』
は
、
そ
の
巻
下
で
「
長
安
城
、
方
六
十
里
、
経
緯
各
と
十
五
里
」
と
い
っ
て
い
る
。
『
史

記
』
巻
九
「
呂
后
本
紀
」
索
隠
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
に
は
「
長
安
城
、
方
六
十
三
里
、
経
緯
各
と
十
二
里
」
と
あ
り
『
績
漢
書
』
巻
一
九

「
郡
園
士
山
」
長
安
の
候
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
に
は
「
長
安
城
、
方
六
十
三
里
、
経
緯
各
と
十
五
里
」
と
あ
り
、
『
一
一
一
輔
黄
圃
』
巻
一
「
漢

長
安
故
城
」
所
引
の
『
漢
蓄
儀
』
に
は
、
「
長
安
城
中
、
経
緯
各
と
長
さ
三
十
二
里
十
八
歩
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
長
さ
は
異
な
る
が
、

『
漢
嘗
儀
』
は
諸
版
い
ず
れ
も
そ
れ
を
正
方
形
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
『
三
輔
責
園
』
は
「
周
囲
六
十
五
里
、
城
南
は
南
斗
の
形
を
な

し
、
北
は
北
斗
の
形
を
な
す
。
今
に
至
る
も
人
々
漢
の
京
城
を
呼
び
て
斗
城
と
な
す
は
こ
れ
な
り
」
と
い
い
、
こ
れ
が
不
整
形
で
あ
っ
た

と
惇
え
て
い
る
。

漢
の
長
安
城
を
正
方
形
と
す
る
『
漢
奮
儀
』
の
設
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
、
城
壁
の
調
査
の
結
果
、
確
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
城
壁
の
長
さ
は
、
東
が
五
九
四

0
メ
ー
ト
ル
、
南
が
六
二
五

0
メ
ー
ト
ル
、
西
が
四
五
五

0
メ
ー
ト
ル
、
北
が
五
九
五

0
メ
ー
ト
ル
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で
、
東
壁
を
除
く
南
・
西
・
北
の
三
壁
に
、
圃
ー
の
ご
と
き
曲
折
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
『
漢
嘗
儀
』
の
い
う
こ
と
を
全
く

根
擦
の
な
い
も
の
と
し
て
退
け
、
『
三
輔
黄
圃
』
の
読
に
従
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
。
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。
長
安
城
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
今
本
『
漢
奮
儀
』
は
方
六
十
里
と
い
い
、
『
史
記
』
索
膿
・
『
績
漢
書
』
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
は
方
六
十

三
里
と
い
い
、
『
三
輔
黄
圏
』
は
周
囲
六
十
五
里
と
い
っ
て
い
る
。
寅
測
の
結
果
は
曲
折
し
た
と
こ
ろ
を
加
え
る
と
二
五
一

0
0メ
ー
ト

ル
、
こ
れ
を
漢
の
里
数
に
な
お
す
と
、
四
一
四
メ
ー
ト
ル

H
一
星
で
あ
る
か
ら
、
六
十
里
強
と
な
り
、
長
安
域
が
不
整
形
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
『
三
輔
賞
圃
』
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
を
正
方
形
と
し
た
今
本
『
漢
嘗
儀
』
の
方
六
十
里
に
も
っ
と
も
近
い
が
、
い
っ
た
い
嘗

同
時
は
、
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

今
本
『
漢
嘗
儀
』
、
『
史
記
』
索
隠
・
『
績
漢
書
』
所
引
の
『
漢
嘗
儀
』
、
『
一
ニ
輔
黄
閏
』
は
、
城
壁
の
長
さ
を
六
十
里
な
い
し
六
十
数
里

と
し
て
い
る
の
に
、
『
三
輔
責
園
』
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
は
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
ミ
一
一
一
十
二
里
十
八
歩
と
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
こ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。

帥
長
安
城
の
道
路
に
つ
い
て
、
『
三
輔
糞
圃
』
巻
二
「
長
安
の
八
街
・
九
陪
」
の
傑
所
引
の
『
一
一
一
輔
奮
事
』
は
「
長
安
城
中
、
八
街
・
九

間
」
と
い
い
、
『
三
輔
黄
圃
』
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
八
街
と
は
ど
の
よ
う
な
道
で
あ
り
、
九
回
と
は
ど
の
よ
う
な
道
か
。

同

『
三
輔
奮
事
』
は
「
長
安
城
中
、
八
街
・
九
回
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
『
一
ニ
輔
責
圃
』
巻
一
「
都
城
十
二
門
」
の
候
所
引
の
『
三
輔
決

録
』
は
「
長
安
城
、
面
ご
と
に
三
門
、
四
面
十
二
門
、
み
な
九
遼
を
通
達
し
、
以
っ
て
相
経
緯
す
。
街
路
卒
正
、
車
軌
を
並
列
す
ベ
し
」

と
い
い
、
タ
テ
・
ヨ
コ
に
九
僚
ず
つ
の
大
遁
り
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
何
れ
か
が
正
し
く
、
一
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ

る
う
か
。
も
し
雨
者
と
も
正
し
い
と
す
れ
ば
、
『
三
輔
決
録
』
の
い
う
タ
テ
・
ヨ
コ
九
篠
ず
つ
の
大
遁
り
と
は
、
ど
の
道
を
指
し
た
の
で
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付
あ
ろ
う
か。

一
面
三
門
ず
っ
、
四
面
計
十
二
門
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
諸
健
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
城
門

長
安
城
の
城
壁
に
、

と
幹
線
道
路
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
長
安
城
の
諸
宮
・
諸
廟
・
市
・
橋
・
闇
里
・
諸
亭
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
等
々
の
問
題
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
摸
の
長
安
誠
の
都
市
制
度
と
直
接
関
係
の
あ
る
城
の
形
・
大
き
さ
・
道
路
の
献
況
・
道
路
と
誠
門
と
の
関
係
に
つ
い
て



検
討
す
る
。

2 

長
安
城
を
正
方
形
と
す
る
『
漢
奮
儀
』
の
記
事
に
つ
い
て

漢
の
長
安
城
を
正
方
形
と
し
た
『
漢
奮
儀
』
の
設
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
、
護
掘
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

長
安
城
は
、
『
三
輔
責
圃
』
の
い
う
よ
う
に
、
城
南
を
南
斗
に
、
城
北
を
北
斗
に
か
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
天
文
に
か
た
ど
っ
て
都
城
を
醤
む
と
い
う
考
え
か
た
は
、
漢
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
。
『
史
記
』
巻
六
「
始
皇
本
紀
」

二
十
七
年
の
僚
に
、
始
皇
帝
が
、
滑
南
に
信
宮
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
極
廟
と
改
め
、
天
極
に
か
た
ど
り
、
南
道
(
天
子
の
遜
る
道
)
を
築
い
て
滑

北
の
首
都
威
陽
に
通
じ
た
と
あ
り
、
三
十
五
年
の
僚
に
、
滑
南
の
上
林
苑
中
に
阿
房
宮
を
造
り
、
南
山
め
頂
き
を
門
閥
と
し
、
阿
房
宮
を
前
殿

と
し
、
威
陽
を
天
極
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
道
を
天
極
の
閣
道
に
擬
し
た
と
あ
り
、
『
三
輔
貧
困
』
巷
一
「
威
陽
故
城
」
の
僚
に
も
、
始
皇
帝
が
、

威
陽
域
内
に
、
清
水
を
引
き
、
天
漢
に
か
た
ど
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
「
始
皇
本
紀
」
三
十
五
年
の
僚
は
、
「
始
皇
お
も
え
ら
く
」
と
あ
る
か
ら
、

栗
原
朋
信
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
必
ず
し
も
秦
代
に
つ
く
ら
れ
た
亡
『
秦
紀
』
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
司
馬
彊
が
そ
の
の
よ
う
に
書
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い
て
い
る
か
ら
、
漢
代
に
は
、
都
城
・
宮
殿
・
一
帝
一
王
陵
な
ど
を
、
天
文
に
か
た
ど
っ
て
配
置
す
る
と
い
う
考
え
か
た
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
都
城
・
宮
殿
の
配
置
を
そ
う
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
都
城
そ
の
も
の
の
形
を
天
文
に
擬
し
た
と
い
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。

漢
の
長
安
城
が
不
整
形
な
理
由
に
つ
い
て
、
他
に
三
設
が
あ
る
。

ω
長
安
城
を
滑
水
に
そ
っ
て
築
い
た
た
め
、
河
道
と
の
関
係
か
ら
否
曲

し
た
と
す
る
明
の
沼
守
己
の
読
(
『
落
語
』
〉
。

ω
清
水
の
流
れ
と
既
設
の
長
楽
・
未
央
二
宮
を
避
け
た
た
め
と
す
る
李
好
文
の
読
〈
『
長
安
園
士
山
』

説武巻
明敏中
で読 22
きで塑
なあ症

し;宅5善
(の (1) 。

(の

自
由
に
造
営
し
た
宮
殿
と
自
然
に
護
達
し
た
市
街
を
、
あ
と
か
ら
城
壁
で
か
こ
司
た
た
め
と
す
る
那
波
利
貞
・
佐
藤

185 

の
地
形
設
は
、
清
水
に
そ
っ
た
北
壁
が
否
曲
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
て
も
、
西
壁
・
南
壁
に
凹
凸
が
あ
る
理
由
を

の
自
然
護
達
都
市
設
は
、
築
娯
過
程
か
ら
み
る
と
、
肯
首
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
の
長
安
城
は
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高
租
の
五
年
(
紀
元
前
二
O
ニ
マ
婁
敬
・
張
良
の
建
議
に
よ
っ
て
首
都
と
す
る
こ
と
を
決
定
、
も
と
の
秦
の
離
宮
の
興
祭
宮
を
改
築
、
長
柴
宮

と
改
名
、
同
七
年
に
、
そ
の
西
方
に
未
央
官
を
造
り
、
周
年
に
遷
都
、
恵
一
帝
の
元
年
〈
紀
元
前
一
九
四
)
に
城
壁
工
事
に
着
手
し
、
同
五
年
に
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
長
繁
宮
の
改
築
、
未
央
官
の
造
営
嘗
時
に
は
、
ま
だ
長
安
を
城
壁
で
か
こ
む
計
重
が
な
く
、
そ
の
後
に
こ
れ

ら
二
宮
と
、
首
都
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
護
達
し
た
市
街
に
城
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
た
め
に
否
曲
し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
だ
が
、

長
安
城
は
、
な
る
ほ
ど
城
壁
に
屈
折
は
あ
る
が
、
そ
の
タ
テ
・
ヨ
コ
の
長
さ
が
だ
い
た
い
等
し
い
。
い
っ
た
い
、
何
故
に
タ
テ
・
ヨ
コ
の
長
さ

が
等
し
く
な
っ
て
い
る
の
か
。
自
然
護
達
都
市
設
は
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
の
読
明
が
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
漢
の
長
安
城
は
、
正
方
形
に
設
計

さ
れ
た
も
の
が
、

ω
の
読
の
よ
う
に
、
地
形
と
既
設
の
宮
殿
・
市
街
と
の
関
係
か
ら
、
不
整
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
調
査
護
掘
さ
れ
て
い
る
漢
代
の
城
郭
都
市
、
た
と
え
ば
山
東
省
曲
阜
鯨
郊
外
の
曲
阜
魯
城
、
内
蒙
古
ホ
リ

γ
ゴ
ル
の
定
裏
郡
治
成
祭
豚

〈

7
〉

城
、
い
ま
の
遼
揚
の
遼
東
郡
治
裏
卒
豚
城
、
河
北
省
武
安
蘇
郊
外
の
午
汲
勝
城
は
、
み
な
お
お
む
ね
正
方
形
な
い
し
長
方
形
で
あ
る
。
漢
の
長

安
城
も
、
も
と
も
と
は
正
方
形
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
漢
奮
儀
』
が
こ
れ
を
正
方
形
と
俸
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を

言
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。
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「
長
安
城
、
方
六
十
里
、
経
緯
各
ミ
十
五
里
」
に
つ
い
て

漢
の
長
安
城
が
、
も
し
正
方
形
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
大
き
さ
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

長
安
城
を
正
方
形
と
す
る
今
本
『
漢
嘗
儀
』
は
「
方
六
十
里
、
経
緯
各
と
十
五
里
」
と
い
い
、
『
史
記
』
索
醸
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
は
「
方
六

十
三
里
、
経
緯
各
社
十
二
里
」
と
い
い
、
『
績
漢
書
』
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
は
「
方
六
十
三
里
、
経
緯
各
と
十
五
里
」
と
い
じ
、
長
安
城
を
不

整
形
と
す
る
『
三
輔
黄
園
』
は
「
周
囲
六
十
五
里
」
と
い
っ
て
い
る
。
賞
測
の
結
果
は
、
周
園
二
五
一

0
0メ
ー
ト
ル
す
な
わ
ち
漢
代
の
六
十

里
強
で
、
長
安
城
が
不
整
形
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
『
三
輔
責
圃
』
よ
り
も
、
む
し
ろ
正
方
形
と
し
た
今
本
『
漢
奮
儀
』
に
も
っ
と
も
近
い

が
、
は
た
し
て
蛍
時
そ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
。



長
安
撲
の
城
壁
の
全
長
お
よ
び
タ
テ
・
ヨ
コ
の
長
さ
に
つ
い
て
は
、
諸
書
記
録
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
今
本
『
漢
嘗

儀
』
が
九
七
二
頃
と
い
い
『
一
ニ
輔
黄
圃
』
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
が
九
七
三
頃
と
い
い
、
だ
い
た
い
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
手
掛
り

と
し
て
長
安
城
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
諸
俸
を
検
討
す
る
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
い
え
る
。
す
な
わ
ち

今
本
『
漢
奮
儀
』
は
、
方
六
十
皇
、
タ
テ
、
ヨ
コ
各
十
五
里
と
い
っ
て
い
る
が
、
一
里
H
三

O
O歩
、
一
五
里
H
四
五

O
O歩
、
従
っ
て
一

五
里
卒
方
H
二

O
二
五
高
卒
方
歩
、
そ
し
て
嘗
時
は
二
四

O
歩
×
一

O
O歩
H
一
頃
で
あ
る
か
ら
、
十
五
里
卒
方
は
八
四
三
・
七
五
噴
に
し
か

一な
ら
な
い
。
勿
論
、
地
形
に
高
低
が
あ
り
、
こ
れ
を
斜
面
測
量
す
れ
ば
、
面
積
は
よ
り
康
く
な
ろ
う
が
、
長
安
城
の
土
地
の
高
低
は
、
最
高
四

0
0メ
ー
ト
ル
、
最
低
三
八

0
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
従
っ
て
一
五
里
卒
方
H
占
公
二

0
メ
ー
ト
ル
卒
方
に
劃
す
る
こ
れ
く
ら
い
の
傾
斜
で
は
、

さ
し
て
庚
く
は
な
ら
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
今
本
『
漢
奮
儀
』
の
い
う
城
壁
の
長
さ
は
、
や
や
短
か
き
に
失
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、。
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そ
れ
な
ら
ば
、
『
史
記
』
索
隠
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
の
い
う
方
六
十
三
里
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
十
二
里
と
い
う
の
は
ど
う
か
。
こ
の
タ
テ
・
ヨ

コ
の
長
さ
に
つ
い
て
『
績
漢
書
』
所
引
の
『
漢
嘗
儀
』
は
、
各
十
五
里
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
長
安
城
を
正
方
形
と
し

た
場
合
、
全
長
六
十
三
里
に
封
す
る
こ
の
タ
テ
・
ヨ
コ
の
長
さ
は
短
か
す
ぎ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、
城
壁
が
内
側
に
く
ぼ
ん
で
い
た
た

め
に
そ
う
な
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
、
そ
の
面
積
は
、
十
二
里
四
方
な
ら
ば
、
そ
の
面
積
の
五
四

O
噴
よ
り
さ
ら
に

小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
十
五
里
四
方
と
し
て
も
、
そ
の
面
積
の
八
四
三
・
七
五
頃
よ
り
も
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

九
七
二
頃
を
正
方
形
に
す
る
と
、
九
七
二
頃
H
二
三
三
二
八

O
O
O卒
方
歩
H
四
八
二
九
・
九

O
七
:
:
:
歩
卒
方
H

一
六
・

O
九
里
卒
方
、

従
っ
て
そ
の
周
囲
は
六
四
・
四
:
:
:
里
で
あ
る
。
こ
の
教
は
、
『
三
輔
黄
園
』
の
六
十
五
里
に
も
っ
と
も
近
い
。
『
三
輔
糞
園
』
は
、
長
安
城
の

形
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
不
整
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
い
嘗
て
て
い
る
が
、
周
囲
に
閲
し
て
は
、
寅
測
の
二
五
一

0
0
メ
ー
ト
ル
に
も
っ
と
も

遠
く
、
九
七
二
頃
を
正
方
形
と
し
て
割
り
だ
し
た
城
壁
の
全
長
の
長
さ
に
も
っ
と
も
近
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
『
三
輔
責
圃
』

の
い
う
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周
囲
は
、
正
方
形
と
し
て
設
計
さ
れ
た
も
の
の
長
さ
を
停
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
漢
の
長
安
城
は
、
方
六
十
五
旦
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
十
六
旦
強
の
正
方
形
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定

す
る
。

4 

「
長
安
城
中
、
経
緯
各
k

長
さ
三
十
二
里
十
八
歩
」
に
つ
い
て

そ
れ
な
ら
ば
、
『
三
輔
糞
圃
』
所
引
の
『
漢
嘗
儀
』
に
「
長
安
城
中
、
経
緯
各
主
長
さ
三
十
二
里
十
八
歩
」
と
あ
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う

解
揮
す
べ
き
か
。
も
し
こ
れ
を
長
安
城
の
大
き
さ
と
す
る
と
、
長
安
城
は
一
漫
十
六
里
強
、
周
囲
六
十
五
里
の
正
方
形
に
設
計
さ
れ
た
も
の
と

見
敬
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
敷
は
、
ど
う
み
て
も
説
明
が
つ
か
な
い
。

だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
漢
の
長
安
城
は
、
秦
の
離
宮
で
あ
っ
た
興
祭
宮
す
な
わ
ち
漢
の
長
繁
宮
と
、
そ
の
西
に
新
た
に
造
ら

れ
た
未
央
官
を
、
そ
れ
ら
が
城
の
南
正
面
に
な
る
よ
う
に
城
壁
で
か
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
っ
、
ぎ
に
明
ら
か
に
十
る
よ
う
に
、
興
祭

宮
は
、
秦
の
社
懸
の
杜
城
す
な
わ
ち
漢
の
杜
陵
懸
の
下
杜
城
の
西
北
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
来
央
宮
は
、
社
城
の
西
方
を
北
流
す
る
炭
水

流
域
に
費
達
し
た
襲
落
の
東
側
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
長
安
城
の
外
に
は
、
既
に
設
達
し
て
い
た
緊
落
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

- 34ー

あ
る
。長

柴
宮
が
下
杜
披
の
西
北
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
三
輔
黄
園
』
巻
一
「
都
城
十
二
門
」
の
篠
に
「
長
安
城
、
南
出
東
頭
第
一
門
、
覆
安
門
と

い
う
。
一
つ
に
杜
門
と
暁
す
O
i
-
-
-
長
祭
宮
は
城
中
に
在
り
。
近
東
、
杜
門
に
直
る
。
そ
の
南
に
下
杜
城
あ
り
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
こ
の
下
杜
誠
に
つ
い
て
、
後
漢
の
庭
前
は
、
「
も
と
の
杜
陵
の
下
の
栗
落
な
り
」
(
『
三
輔
責
圃
』
「
都
城
十
二
門
」
所
引
の
『
漢
書

集
註
』
〉
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
か
し
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
杜
陵
の
名
は
、
漢
の
宣
一
帝
一
ハ
紀
元
前
七
四
t
四
九
年
〉
が
杜
豚
の
東
南
原
上

に
墓
陵
を
造
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、
杜
鯨
の
名
は
、
古
え
の
杜
伯
園
に
由
来
す
る
。
そ
の
社
伯
圏
に
秦
が
杜
蘇
を
置
き
、
の
ち
漢
の
宣
一
一
帝
が
墓

陵
を
そ
の
東
南
に
遣
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
陵
を
杜
陵
と
よ
び
、
杜
鯨
を
杜
陵
鯨
と
改
め
た
の
で
あ
っ
て
、
宣
帯
以
前
は
杜
陵
腺
を
杜
牒
と
よ

ん
で
い
た
。
だ
か
ら
、
杜
陵
の
下
に
あ
る
誠
を
下
社
械
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
宣
帯
以
後
で
あ
り
、
も
と
そ
れ
は
社
械
と
よ
ば
れ
て
い



た
管
で
あ
る
。
秦
が
杜
伯
圏
に
杜
膝
を
置
い
た
こ
と
は
、
『
史
記
』

巻
五
「
秦
本
紀
」
武
公
十
一
年
(
紀
元
前
六
八
七
)
の
僚
に
み
え
る
。

漢
の
宣

一一帝
が
こ
れ
を
杜
陵
鯨
と
改
め
た
こ
と
は
、
唐
の
顔
師
古
が

『
漢
書
』
巻
二
八
上
「
地
理
志
」
上
の
杜
陵
の
僚
に
注
し
て
い
る
ご

と
く
で
あ
る
。
そ
L
て
秦
の
始
皇
帝
が
そ
の
杜
城
の
西
北
に
輿
柴
宮

を
築
い
た
の
で
あ
り
、
漢
が
そ
れ
を
長
楽
宮
と
改
め
た
の
で
あ
る
。

未
央
宮
が
訳
水
流
域
に
震
達
し
た
褒
落
の
東
側
に
造
ら
れ
た
も
の

を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
褒
落

で
あ
る
こ
と
は
、
圃
I

は
、
秦
の
始
皇
一
一
帝
が
訳
水
西
の
上
林
苑
中
に
阿
房
宮
を
築
い
た
こ
と

か
ら
褒
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
史
記
』
「
秦
始
皇
本

紀
」
三
十
五
年
の
僚
に
み
え
、
そ
，れ
に
よ
る
と
「
隠
宮
(
去
勢
の
刑

に
あ
っ
た
も
の
〉
・
徒
刑
者
七
十
能
真
人
、
す
な
わ
ち
分
ち
て
阿
房
宮

を
つ
く
る
」
と
あ
る
。
こ
の
僚
の
記
事
は
、
先
述
の
ご
と
く
、
必
ず

し
も
亡
『
秦
紀
』
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
阿
房
宮
を
造
替
す
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る
た
め
、
意
大
な
人
間
と
資
材
が
動
員
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。
訳
水
流
域
に
護
達
し
た
褒
落
と
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
漢
の
粛
何
が
、
高
帝
の
た

め
、
そ
の
奮
阿
房
宮
の
東
北
に
未
央
宮
を
築
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
漢
の
長
安
械
は
、
奮
杜
鯨
の
西
北
部
分

注
滑
(
決
水
)

I漢長安城遣社圃
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と
、
訳
水
流
域
に
護
達
し
た
褒
落
の
東
北
部
分
を
城
壁
で
か
こ
?
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
嘗
杜
鯨
と
次
水
流
域
に
護
達
し

た
爽
落
と
を
合
わ
せ
た
も
の
が
、
長
安
蘇
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
三
輔
責
圃
』
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
が
「
長
安
城
中
、
経
緯
各
と
長
さ
三
十
二

里
十
八
歩
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
長
安
照
の
大
き
さ
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
三
輔
黄
圃
』
は
、
『
漢
奮
儀
』
を
ひ
い
て
「
長
安
城

中
、
経
緯
各
と
長
さ
三
十
二
里
十
八
歩
」
と
、
あ
た
か
も
こ
れ
が
城
壁
で
か
こ
?
た
部
分
の
大
き
さ
を
指
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
書
い
て
い
る

が
、
問
書
が
そ
れ
に
つ
づ
け
て
「
八
街
・
九
回
・
三
宮
・
九
府
・
三
廟
・
十
二
門
・
九
市
・
十
六
橋
」
と
い
っ
て
い
る
道
路
や
市
な
ど
は
、
城

壁
の
外
に
あ
っ
た
も
の
を
も
含
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
長
安
城
と
い
っ
て
も
、
城
壁
で
か
こ
っ
た
部
分
を
指
す
場
合
と
、
長
安
蘇
を
指
す
場
合

と
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
『
一
一
一
輔
黄
圃
』
所
引
の
『
漢
奮
儀
』
が
「
長
安
城
中
、
経
緯
各
と
長
さ
三
十
二
里
十
八
歩
」
と
い
っ
た
の
は
、
後
者

す
な
わ
ち
長
安
臓
の
大
き
さ
を
い
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
長
安
牒
の
大
き
さ
は
、
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
安
蘇
が
タ
テ
・
ヨ
コ
と
も
三
十
二
呈
十
八
歩

で
、
偶
然
に
も
正
方
形
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
何
ら
か
の
規
準
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
漢
書
』
巻
一
九
「
百
官
公
卿
表
」
七
上
に
「
牒
は
大
率
方
百
里
、
:
:
:
み
な
秦
制
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秦
漢
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時
代
に
は
、
牒
の
大
き
さ
に
一
定
の
規
準
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
方
百
里
を
一
塗
百
里
と
と
る
と
、
さ
き
の
長
安
懸
の

大
き
さ
よ
り
は
る
か
こ
・
た
き
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
方
形
の
周
圏
百
里
と
と
り
、
そ
し
て
、
長

安
鯨
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
秦
の
杜
麻
と
そ
の
西
の
決
水
流
域
に
瑳
達
し
た
栗
落
を
あ
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
三
十
二
塁
十
八

歩
正
方
の
長
安
牒
を
東
西
二
つ
に
分
け
る
と
、
そ
の
一
勝
分
は
、
タ
テ
三
十
二
里
十
八
歩
、
ヨ
コ
十
六
里
九
歩
、
周
囲
九
十
六
里
五
十
四
歩
と

な
り
、
ま
さ
し
く
「
瞬
大
卒
方
百
里
」
と
な
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
嘗
時
の
購
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
勝
と
い
司
て
も
、
蘇
治
が
置
か
れ
た
郷
す
な
わ
ち
都
郷
を
指
す
場
合
と
、
そ
れ
が
管
轄
す
る
匡
域
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。
「
勝
大
率
方

百
里
」
の
鯨
は
、
前
者
す
な
わ
ち
都
郷
の
贋
さ
を
言
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
み
る
と
、
長
安
牒
は
、
嘗
桂
瞬

と
そ
の
西
の
訳
水
流
域
に
震
達
し
た
葉
落
を
合
し
て
作
っ
た
た
め
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
三
十
二
里
十
八
歩
の
正
方
形
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。



こ
れ
に
封
し
、
い
わ
ゆ
る
長
安
城
の
タ
テ
・
ヨ
コ
の
長
さ
は
十
六
里
張
。
こ
れ
は
、
長
安
蘇
の
タ
テ
・
ヨ
コ
の
長
さ
の
ち
ょ
う
ど
半
分
で
あ

る
。
そ
し
て
長
安
城
は
、
嘗
杜
鯨
の
西
北
部
分
と
、
杜
懸
の
西
の
訳
水
流
域
に
護
達
し
た
豪
落
の
東
北
部
分
を
城
壁
で
か
こ
っ
た
も
の
と
見
倣

さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、

タ
テ
・
ヨ
コ
三
十
二
里
十
八
歩
の
長
安
蘇
の
北
半
分
を
タ
テ
に
四
等
分
し
て
、
中
の
二
つ
の
矩
形
の
部
分
を
城
壁
で

か
こ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

5 

「
長
安
城
、
八
街
・
九
陪
」
に
つ
い
て

で
は
、
『
三
輔
責
圃
』
の
い
う
長
安
城
の
八
街
・
九
悶
と
は
ど
の
よ
う
な
道
か
。
街
と
は
「
四
逼
の
道
」
(
『
説
文
』
)
で
あ
り
、
陪
と
は
、
肝

陪
の
隔
で
、
南
北
を
肝
と
い
っ
た
の
に
封
し
、
東
西
を
聞
と
い
っ
た
〈
『
漢
書
』
径
一

O
「
成
帝
紀
」
陽
朔
四
年
正
月
の
僚
の
顔
師
古
注
)
。
そ
れ
で
、

C
N
V
 

木
村
正
雄
氏
は
、
九
陪
は
東
西
の
大
通
り
で
、
八
街
は
こ
れ
に
交
差
す
る
南
北
の
大
通
り
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
佐
藤
武
敏
氏
も
こ
れ
に
従
わ

れ
、
楠
山
修
作
氏
は
、
八
街
は
奮
市
街
の
道
で
あ
り
、
九
回
は
、
長
安
を
城
壁
で
か
こ
っ
た
と
き
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
部
分
の
道
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
街
が
域
内
の
大
通
り
で
あ
る
の
に
封
し
、
陪
は
城
外
の
大
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
史
記
』
巻
一
二
八
「
亀
策
停
椿
少
孫
補

文
」
に
「
故
に
人
民
を
牧
す
る
に
、
こ
れ
が
城
郭
を
つ
く
り
、
内
に
闇
術
を
め
ぐ
ら
し
、
外
に
肝
陪
を
つ
く
る
」
と
あ
る
。
術
と
は
十
街
の
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
八
街
は
長
安
城
の
大
通
り
、
九
陪
は
長
安
域
外
、
長
安
蘇
の
大
逼
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
み
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
長
安
蘇
は
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
三
十
二
里
十
八
歩
の
正
方
形
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
倣
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
東
西
九
悶
が
、
鯨
境
と
陪
と
の
間
も
、
陪
と
岡
と
の
間
も
、
す
べ
て
等
間
隔
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
長
安
蘇
に
は
三

二
里
一
八
歩
・
一
・
一

O
H
三
里
六
一
・
八
歩
お
き
に
東
西
九
隔
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
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だ
と
す
る
と
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
長
安
城
は
、
長
安
蘇
の
北
半
分
を
タ
テ
に
四
等
分
し
て
で
き
た
四
つ
の
矩
形
の
中
の
二
つ
を
城
壁
で

か
こ
司
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
タ
テ
の
長
さ
が
一
六
・

O
九
里
H
一
六
里
二
七
歩
で
、
こ
れ
は
三
里
六
一
・
八
歩
×
五
H
二
ハ
里
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九
歩
よ
り
大
き
い
か
ら
、
長
安
域
内
に
は
東
西
五
僚
の
隔
が
入
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

域
外
の
肝
陪
が
域
内
に
入
る
と
、
街
と
な
る
。
す
な
わ
ち
『
後
漢
書
』
巻
六

O
下
「
奈
畠
停
」
に
「
(
奈
〉
畠
す
な
わ
ち
自
ら
ハ
六
経
を
〉
碑

に
書
し
、
工
を
し
て
鎖
刻
せ
し
め
、
太
拳
の
門
外
に
立
つ
。
:
:
:
碑
始
め
て
立
つ
に
及
び
、
そ
の
観
親
し
、
お
よ
び
事
寓
す
る
者
、
車
乗
日
に

千
飴
雨
、
街
悶
を
填
塞
す
」
と
あ
る
。
『
洛
陽
記
』
に
よ
る
と
、
太
撃
は
洛
陽
城
南
門
の
開
陽
門
外
に
あ
る
と
あ
る
か
ら
、
太
翠
門
外
の
碑
を

見
る
人
々
の
車
が
街
隔
を
う
め
つ
く
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
太
皐
に
、
逼
じ
る
域
内
の
街
も
、
域
外
の
陪
も
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
城
外
の
聞
と
域
内
の
街
が
直
接
接
績
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
と
す
る
と
、
長
安
域
内
に
入
?
た
長
安
鯨
の
栢
は
、
長
安
域
内
で
東
西

五
街
と
な
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
長
安
城
の
北
か
ら
五
番
目
の
街
は
、
南
壁
か
ら
わ
ず
か
一
八
歩

(
H
一
六
里
二
七
歩
!
一
六
里
九
歩
〉
の
と
こ

ろ
を
通
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
域
内
の
大
通
り
が
こ
の
よ
う
に
城
壁
に
沿
っ
で
あ
っ
た
筈
は
な
く
、
ま
た
護
掘
報
告
に
よ
っ
て
み
て
も
、
一

番
南
側
の
大
遁
り
と
南
壁
と
の
聞
に
は
、
少
な
く
と
も
街
聞
の
距
離
の
半
分
の
間
隔
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
長
安
城
の
位

置
は
、
さ
き
に
想
定
し
た
と
こ
ろ
よ
り
も
、
三
里
六
一
・
八
歩
÷
一
一
H

一
里
一
八

0
・
九
歩
南
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
く
し
て
で
き
た
東
西
五
街
に
、
直
角
に
交
差
す
る
南
北
の
道
を
三
保
つ
く
れ
ば
、
計
八
街
と
な
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
タ
テ
の
三
街
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。
さ
き
に
私
は
、
長
安
廓
の
東
西
の
道
を
九
回
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
隔
は
肝

陪
の
隔
で
あ
り
、
隔
に
は
こ
れ
と
直
角
に
交
差
す
る
肝
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
長
安
蘇
に
は
少
な
く
と
も
一
僚
の
南
北
の
大
通
り
が
あ
っ

た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
買
は
、
長
安
鯨
の
九
陪
と
は
、
長
安
豚
を
構
成
し
た
奮
杜
豚
の
東
西
九
隔
と
、
そ
の
西
の
栗
落
の
東

西
九
悶
が
そ
れ
ぞ
れ
に
直
線
献
に
接
績
し
て
い
た
と
値
定
し
、
東
西
の
二
つ
の
陪
を
一
陪
と
敷
与
え
た
も
の
で
、
も
と
そ
れ
ら
は
、
杜
豚
の
九
回

と
そ
の
西
の
栗
落
の
九
聞
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
長
安
瞬
に
は
、
奮
杜
豚
の
隔
に
交
差
す
る
肝
と
、
そ
の
西
の
栗
落
の
聞
に
交
差
す
る
肝
と
、

少
な
く
と
も
二
つ
の
肝
が
南
北
に
逼
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
長
安
城
の
南
北
の
街
が
、
そ
れ
ら
の

肝
の
域
内
に
入
っ
た
部
分
と
は
郎
断
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
長
安
城
に
は
、
嘗
社
蘇
と
そ
の
西
の
襲
落
と
の
儒
境
の
道
が
、
そ
の
ま
ん
な
か
を
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南
北
に
逼
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
る
と
の
二
街
は
、
そ
の
左
右
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
『
三
輔
責
圃
』
の
い
う
八
街
と
は
、
長
安
域
内
に
東
西
に
ひ
か
れ
た
五
僚
の
大
通
り
と
南
北
に
ひ
か
れ
た
三
僚

の
大
通
り
の
こ
と
で
あ
り
、
九
回
と
は
、
長
安
懸
内
に
東
西
に
ひ
か
れ
て
い
た
九
僚
の
大
逼
り
で
あ
る
と
解
す
る
。

6 

「
長
安
城
、
九
遣
を
通
達
し
、
以
っ
て
相
経
緯
す
」
に
つ
い
て

そ
れ
な
ら
ば
、
『
一
一
一
輔
決
録
』
に
「
長
安
城
、
み
な
九
遣
を
通
達
し
、
以
っ
て
相
経
緯
す
」
と
あ
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。

す
で
に
長
安
城
の
大
通
り
が
、
ヨ
コ
五
保
、
タ
テ
三
僚
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
は
矛
盾
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
九
遠
に
つ
き
、
伊

藤
清
造
氏
は
、
『
三
腫
園
』
(
漢
の
鄭
玄
・
院
議
の
著
)
の
著
者
が
、
『
周
腫
』
「
考
工
記
」
に
「
匠
人
の
園
を
営
む
や
、
方
九
里
、
芳
三
門
、
圏
中

九
経
九
緯
、
盤
強
九
軌
」
と
あ
る
の
を
園
設
し
、
東
・
西
・
南
・
北
の
城
壁
に
左
右
封
稽
に
お
か
れ
た
三
門
ず
つ
の
城
門
に
、
各
と
三
僚
の
道

を
逼
し
た
と
想
定
し
た
設
を
と
り
、
『
周
躍
』
の
九
鰹
九
緯
読
は
、
む
し
ろ
戟
園
な
い
し
漢
代
の
城
郭
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
劃
し
、
宇
都
宮
清
吉
氏
は
、
長
安
城
自
然
鼓
達
都
市
設
を
と
る
立
場
か
ら
、
「
考
工
記
式
ア
イ
デ
ィ
ア
」
設
を
退
け
ら

れ
て
い
る
。
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震
掘
報
告
に
よ
る
と
、
西
壁
中
門
の
直
城
門
に
三
個
の
門
道
が
あ
り
、
中
央
の
門
道
の
幅
は
七
・
七
メ
ー
ト
ル
、
南
側
の
二
つ
の
門
道
の
幅

は
い
ず
れ
も
八
・
一
メ
ー
ト
ル
、
門
遁
と
門
道
の
間
隔
は
四
・
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
南
壁
西
門
の
西
安
門
に
も
三
道
が
あ
っ
た
と
認
め
ら

れ
、
現
在
護
見
さ
れ
て
い
る
中
央
の
門
道
の
幅
は
八
メ
ー
ト
ル
、
東
側
の
門
遁
の
幅
も
八
メ
ー
ト
ル
、
二
つ
の
門
遁
の
間
隔
は
一
四
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。
東
壁
南
門
の
覇
城
門
に
も
三
道
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
三
道
の
幅
は
八
メ
ー
ト
ル
、
門
道
と
門
這
の
間
隔
は
一
四
メ
ー
ト
ル
、
西

安
門
の
三
道
と
同
じ
で
あ
る
。
東
壁
北
門
の
宣
卒
門
に
も
三
道
が
あ
り
、
門
道
の
幅
は
す
べ
て
八
メ
ー
ト
ル
強
、
門
道
と
門
道
の
間
隔
は
四
メ

ー
ト
ル
や
や
強
で
あ
る
。
今
日
公
表
さ
れ
て
い
る
寅
測
の
結
果
は
、
以
上
の
四
円
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
る
と
、
他
の
八
門
に
も
三

道
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
般
に
は
、
長
安
城
の
遁
は
、
一
面
三
門
、
従
っ
て
経
緯
各
九
道
と
考
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一
門
三
道
、
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え
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
面
三
門
、
計
十
二
門
と
い
っ
て
も
、
東
・
西
・
南
・
北
四
壁
の
各
三
門
が
、
必
ず

し
も
左
右
劃
稽
に
置
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
D

護
掘
の
結
果
に
よ
る
と
、
西
壁
の
三
門
の
う
ち
、
お
お
む
ね
東
西
方
向
の

ま
っ
す
ぐ
な
道
に
よ
っ
て
東
壁
の
城
門
に
通
じ
る
の
は
、
西
壁
中
門
の
直
城
門
と
東
壁
南
門
の
覇
城
門
だ
け
で
あ
っ
て
ハ
た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
門

の
聞
に
は
、
来
失
・
長
繁
二
宮
が
あ
る
た
め
、
寅
際
に
は
直
結
し
て
い
な
い
)
、
他
は
す
べ
て
東
行
な
い
し
西
行
す
る
と
、
反
劃
側
の
城
壁
に
つ
き
あ
た

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
門
に
三
道
ず
つ
あ
っ
た
と
す
る
と
、
東
西
の
道
は
、
計
十
五
道
に
な
っ
て
し
ま
う
。

九
遠
通
達
の
九
法
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
長
安
城
に
は
東
西
に
五
街
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
五
街

は
、
も
と
長
安
蘇
の
五
隔
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
と
陪
と
の
聞
に
は
、
貧
は
畷
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
説
文
』
に
「
畷
は
、
南
百
の

聞
の
道
な
り
。
康
さ
六
尺
」
と
あ
る
。
「
南
百
の
間
」
と
は
、
陪
と
悶
と
の
聞
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
聞
と
同
じ
公
道
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
も
し
畷
が
、
鯨
境
と
畷
と
の
間
も
、
陪
と
畷
と
の
聞
も
、
す
べ
て
等
間
隔
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
陪
か
ら
三
里
六
一
・
八
歩
・
一
・
二
H

一
里
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一八

0
・
九
歩
の
と
こ
ろ
に
畷
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
長
安
域
内
に
は
、
長
安
蘇
の
四
僚
の
畷
が
入
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ら
と
、
さ
き
の
東
西
五
街
を
加
え
る
と
、
東
西
計
九
僚
の
道
と
な
る
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
南
北
に
道
を
つ

く
れ
ば
「
九
連
通
達
し
、
も
っ
て
相
経
緯
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
き
に
紹
介
し
た
長
安
城
の
各
城
門
の
三
道
は
、
中
央
が
天
子
の
温
る
南
道
で
あ
り
、
そ
の
左
右
が
一
般
人
の
逼
る
道
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

三
道
で
一
僚
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

7 

十
二
城
門
と
幹
線
道
路
と
の
関
係

長
安
棋
に
は
、
一
面
三
門
、
四
面
十
二
門
の
城
門
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
諸
俸
が
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
謝
面
の
壁

の
門
と
左
右
劉
穏
に
お
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
東
壁
と
西
壁
の
各
三
門
の
う
ち
東
西
に
直
行
す
る
道
に
よ
っ
て
結
べ
る
の
は
、



東
壁
薦
門
の
覇
城
門
と
西
壁
中
門
の
直
城
門
だ
け
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
西
行
な
い
し
東
行
す
る
と
、
封
面
の
城
壁
に
つ
き
あ
た
っ
て
し
ま

う
。
南
壁
と
北
壁
の
各
三
門
の
う
ち
、
震
掘
に
よ
っ
て
位
置
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
南
壁
の
三
門
と
北
壁
西
門
の
横
門
だ
け
で
、
従
っ

て
南
壁
の
三
門
と
北
壁
の
三
門
と
の
関
係
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
漢
の
長
安
城
の
城
門
は
、
な
ぜ
封
面
の
壁
の
城
門
と
左
右
劃
稿
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
長
安
城

一の
街
路
と
城
門
が
自
由
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
ば
、
街
路
は
、
城
門
か
ら
入
っ
て
反
封
側
の
城
門
に
ぬ
け
ら
れ
る
よ
う
に
造
ら
れ
た

筈
で
あ
る
。
甚
だ
不
自
然
に
も
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
漢
の
長
安
城
は
、
主
要
な
道
路
が
さ
き
に
あ
っ
て
、
あ
と
か
ら
そ
こ
を
城
，

壁
で
か
こ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
城
壁
以
前
に
あ
っ
た
幹
線
道
路
と
い
う
の
は
、
長
安
蘇
の
東
西
諸
陪
な
い
し
は
そ
れ
ら
に
畷

を
加
え
た
も
の
と
、
長
安
蘇
の
ま
ん
中
を
南
北
に
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
も
と
の
蘇
境
の
道
に
他
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
試
み
に
長
安
城
の
卒
面
圃
を
長
安
蘇
の
推
定
道
路
園
の
上
に
の
せ
て
、
道
路
と
城
門
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
長
安
城
の
設

計
者
は
、
長
安
蘇
の
北
か
ら
第
一
番
目
の
陪
を
東
壁
北
門
の
宣
卒
門
か
ら
域
内
に
通
じ
、
第
二
番
目
の
陪
を
西
壁
北
門
の
薙
門
か
ら
域
内
に
通

じ
、
第
三
番
目
の
聞
を
東
壁
中
門
の
清
明
門
か
ら
域
内
に
通
じ
、
第
四
番
目
の
陪
を
東
壁
南
門
の
覇
城
門
か
ら
西
壁
中
門
の
直
城
門
に
通
じ

(
た
だ
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
寅
際
に
は
通
じ
て
い
な
い
て
第
五
番
目
の
陪
を
西
壁
南
門
の
章
門
か
ら
域
内
に
逼
じ
る
よ
う
に
東
・
西
南
壁
の
城
門

を
設
計
し
、
長
安
豚
の
ま
ん
中
を
南
北
に
貫
逼
し
て
い
る
道
を
南
壁
中
門
の
安
門
か
ら
北
壁
中
門
の
蔚
城
門
に
通
じ
、
そ
し
て
、
そ
の
右
に
つ

く
っ
た
一
街
を
南
壁
東
門
の
覆
盆
門
か
ら
北
壁
東
門
の
洛
城
門
に
通
じ
、
左
に
つ
く
っ
た
一
街
を
南
壁
西
門
の
西
安
門
か
ら
北
壁
西
門
の
横
門

に
通
じ
る
よ
う
に
、
南
・
北
雨
壁
の
城
門
を
設
計
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
長
安
城
の
十
二
門
は
、
長
安
城
の
東
西

五
街
と
南
北
三
街
を
域
外
に
逼
じ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
北
壁
の
洛
城
門
と
厨
城
門
は
、
ま
だ
そ
の
位
置
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
南
壁
の
覆
盆
門
と
安
門
の
員
北
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

195 

8 

長
安
城
の
建
設
.
フ
ラ
ン
の
推
定
園
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さ
て
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
漢
の
長
安
城
の
建
設

の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。

プ
ラ
ン
を
推
定
す
る
と
、
圃
E

ω
長
安
城
は
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
々
十
六
里
強
、
周
囲
六
十
五
里

の
正
方
形
に
設
計
さ
れ
た
。

ω
こ
れ
は
、
タ
テ
・
ヨ
コ
各
々
三
十
二
里
十
八
歩
の
正
方
形
の

長
安
蘇
の
北
半
分
を
、
タ
テ
に
四
等
分
し
、
中
の
二
つ
の
矩
形
を
南

に
一
旦
百
八
十
・
九
歩
ず
ら
せ
た
部
分
を
城
壁
で
か
こ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

長
安
蘇
が
タ
テ
・
ヨ
コ
各
三
十
二
里
十
八
歩
の
正
方
形
で
あ

っ
た
の
は
、
長
安
鯨
が
、
秦
の
杜
鯨
と
そ
の
西
の
炭
水
流
域
に
護
達

し
た
こ
つ
の
褒
落
を
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ

(の
れ
ら
の
栗
落
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
テ
三
十
二
里
十
八
歩
、

里
九
歩
、
周
囲
九
十
六
里
五
十
四
歩
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

u・

ヨ
コ
十
六

長
安
臓
を
構
成
し
た
こ
つ
の
襲
落
の
大
き
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
タ
テ
三
十
二
里
十
八
歩
、
ヨ
コ
十
六
里
九
歩
で
あ
っ
た
の
は
、
秦

漢
の
村
落
・
都
市
制
度
の
麟
郷
亭
皇
制
度
の
牒
ハ
H
都
郷
〉
の
大
き
さ

「
鯨
大
率
方
百
里
」
と
い
う
規
準
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ω
こ
れ
ら
の
豚
に
は
、
麻
の
北
浸
か
ら
三
里
六
十
一
・
八
歩
間

隔
に
東
西
の
九
隔
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
直
角
に
交
差
す
る

南
北
の
肝
が
あ
っ
た
。

帥
だ
か
ら
、
長
安
城
内
に
は
長
安
麟
の
五
聞
が
入
っ
て
い
た
。

こ
れ
、
が
長
安
誠
の
東
西
五
街
で
あ
る
。

32里1811
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W

長
安
城
に
は
、
右
の
東
西
五
街
に
直
角
に
交
差
す
る
南
北
の
三
街
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
央
の
一
街
は
、
長
安
城
の
ま
ん
中
を
通
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
三
街
と
さ
き
の
東
西
五
街
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
、
長
安
城
の
八
街
で
あ
る
。

納
長
安
豚
の
東
西
九
悶
に
は
、
悶
か
ら
一
里
百
八
十
・
九
歩
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
畷
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
長
安
城
内
に
は
、
東
西
田
保
の

畷
が
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
と
さ
き
の
東
西
五
街
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
、
東
西
九
連
で
あ
る
。

例
こ
の
東
西
九
遣
に
あ
わ
せ
、
さ
き
の
南
北
三
街
の
ほ
か
に
、
南
北
に
六
僚
の
道
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
が
南
北
の
九
遠
で
あ
る
。

帥
判
長
安
城
の
東
・
西
南
壁
の
各
三
門
は
、
長
安
鯨
の
東
西
五
隔
を
長
安
城
の
東
西
五
街
に
逼
じ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
東
・

西
南
壁
の
各
三
門
の
う
ち
、
東
西
の
ま
っ
す
ぐ
な
遁
に
よ
っ
て
結
べ
る
の
は
、
各
一
円
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
封
壁
の
城
門
か
ら
は
ず
れ
た

と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
。

(l~ 

ζ

れ
に
封
し
、
南
・
北
雨
壁
の
各
三
門
は
、
南
北
三
街
を
域
外
に
通
じ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
封
稽
的
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

- 43-

る。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
漢
の
長
安
城
は
、
秦
の
村
落
・
都
市
制
度
の
豚
郷
亭
皇
制
度
の
豚
ハ
H
都
郷
)
の
制
度
を
基
礎
と
し
て
造

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
鯨
郷
制
度
は
、
肝
悶
制
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
肝
悶
制
と
豚
郷
制
度
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

肝
陪
制
に
つ
い
て

1 

問
題
を
解
く
鍵

197 

肝
悶
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
秦
の
商
鞍
が
、
孝
公
十
二
年
(
紀
元
前
三
五
O
)
に
「
肝
陪
を
開
」
い
た
主
い
わ
れ
る
肝
陪
の
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
肝
陪
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
。
、
商
鞍
が
肝
陪
を
開
い
た
事
蹟
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
巻
六
八
「
商
君
惇
」
に
「
ハ
孝
公
十
二

年
〉
魚
田
開
肝
陪
封
彊
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
こ
の
史
料
の
譲
み
方
か
ら
し
て
意
見
が
分
か
れ
る

が
、
こ
の
間
題
を
解
く
鍵
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

，

ハ
円
肝
隔
は
域
外
の
道
で
あ
る
。
『
史
記
』
「
骨
粗
策
俸
椅
少
孫
補
文
」
に
「
故
に
人
民
を
牧
す
る
に
、
こ
れ
が
城
郭
を
つ
く
り
、
内
に
間
術
を

め
ぐ
ら
し
、
外
に
肝
岡
を
つ
く
る
」
と
あ
る
。

肝
陪
は
域
内
の
幹
線
道
路
の
街
に
通
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
『
後
漢
書
』
「
奈
邑
停
」
に
よ
っ
て
み
た
ご
と
く
で
あ
る
。

白骨
肝
阻
は
数
雨
の
車
が
通
れ
る
よ
う
な
大
通
り
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
「
奈
邑
停
」
に
「
車
乗
日
に
千
徐
雨
、
街
栢
を
填
塞
す
」
と
あ
る
。

帥
肝
陪
は
田
作
の
道
と
闘
が
あ
る
。
『
漢
書
』
「
成
帯
紀
」
所
載
の
陽
朔
四
年
正
月
の
詔
に
「
そ
れ
二
千
石
を
し
て
農
桑
を
勉
勤
し
、
肝

陪
に
出
入
し
、
こ
れ
に
努
来
を
致
き
し
む
」
と
あ
り
、
顔
師
古
は
こ
れ
に
註
し
「
肝
隔
は
回
開
の
遁
な
り
。
南
北
肝
と
い
い
、
東
西
陪
と

い
う
」
と
い
っ
て
い
る
。

-44一

同

肝
陪
は
、
伴
侶
と
も
書
く
が
、
肝
陪
・
伴
侶
は
耕
地
の
境
界
を
な
し
て
い
る
。
『
漢
書
』
巻
八
一
「
匡
衡
停
」
に
、
偉
鯨
柴
安
郷
は
間

信
を
南
の
境
界
と
し
て
い
た
が
、
郡
が
闘
侶
を
卒
陵
栢
と
誤
認
し
、
卒
陵
栢
を
境
と
し
た
た
め
、
四
百
頃
多
く
と
り
こ
ん
で
い
た
と
い
う

話
が
の
っ
て
い
る
。

的
右
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
肝
陪
・
伴
侶
が
耕
地
の
贋
さ
を
指
す
場
合
が
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
二
四
上
「
食
貨
士
山
」
所
載
の
董
仲
野
の
上

ヲ
し
な

奏
に
「
富
者
は
田
伴
侶
を
連
ね
、
貧
者
は
立
錐
の
地
を
亡
う
」
と
あ
る
。

帥
肝
隔
は
東
西
・
南
北
に
直
角
に
交
差
し
て
い
る
。
躍
動
は
『
風
俗
逼
』
で
「
南
北
肝
と
い
い
、
東
西
岡
と
い
う
。
河
東
は
東
西
を
も
っ

て
肝
と
な
し
、
南
北
間
と
な
す
」
と
い
っ
て
い
る
。

v-V 
肝
隔
は
ド
テ
に
な
っ
た
道
で
あ
る
。
「
こ
ぎ
と
篇
」
が
土
を
盛
っ
た
獣
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
防
・
肢
・
院
な
ど
の
場
合
と
同
じ

で
あ
る
。



。伺 w
肝
隔
の
上
に
は
、
し
ば
し
ば
桑
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
「
陪
上
桑
」
と
い
う
。

肝
聞
は
千
と
百
の
敢
に
開
係
が
あ
る
。

商
鞍
が
行
な
っ
た
「
肝
隔
を
開
く
」
政
策
は
、
彼
の
諸
改
革
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
評
慣
に
つ

い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
司
馬
蓮
は
『
史
記
』
「
商
君
停
」
で
「
魚
田
開
肝
悶
封
彊
、
而
賦
税
卒
」
と
い
っ
て
お
り

後
漢
の
班
固
は
『
漢
書
』
巻
二
八
下
「
地
理
志
」
で
「
孝
公
、
商
君
を
用
い
、
韓
国
を
制
し
、
仔
伯
を
聞
き
、
東
、
諸
侯
に
雄
た
り
」
と

い
い
、
同
書
巻
二
四
上
「
食
貨
志
」
で
「
秦
の
孝
公
、
商
君
を
用
い
る
に
及
び
、
井
田
を
壊
し
、
伴
侶
を
聞
き
、
耕
戦
の
賞
を
急
に
す
。

古
遣
に
非
ず
と
い
え
ど
も
、
な
お
本
に
務
む
る
の
故
を
も
っ
て
、
鄭
園
を
傾
け
、
し
か
し
て
諸
侯
に
雄
た
り
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
こ
れ
が
秦
の
富
強
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

肝
聞
に
は
、
以
上
に
あ
げ
た
諸
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
僚
件
を
す
べ
て
満
た
す
よ
う
な
遁
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
。

- 45ー
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「
南
北
肝
と
い
い
、
東
西
岡
と
い
う
。
河
東
は
東
西
を
も
っ
て
肝
と
い
い
、
南
北
岡
と
い
う
」
こ
と
に
つ
い
て

肝
陪
に
関
す
る
さ
き
の
諸
特
徴
の
う
ち
、
ハ
円

台、

ら

付

ま
で
の
諸
僚
件
を
満
た
す
遁
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
肝
悶
は
な
ぜ
東
西
・
南
北
に
直
角
に
交
差
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
、
南
北
を
肝
と
い
い
、
東
西
を
聞
と
い
っ
た
こ
と

は
、
『
風
俗
通
』
の
書
き
方
で
も
わ
か
る
。
ま
た
先
掲
の
ご
と
く
、
顔
師
古
は
「
南
北
肝
と
い
い
、
東
西
岡
と
い
う
」
と
い
司
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
風
俗
逼
』
に
「
南
北
肝
と
い
い
、
東
西
岡
と
い
う
。
河
東
は
東
西
を
も
っ
て
肝

と
い
い
、
南
北
陪
と
い
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
東
す
な
わ
ち
山
西
境
内
、
黄
河
以
東
で
は
、
東
西
を
肝
と
い
い
、
南
北
を
阻
と
い
い
、
そ
の

方
向
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
肝
聞
は
、
な
ぜ
河
東
で
は
、
東
西
・
南
北
の
関
係
が
逆
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
し
て
肝
聞
が
域
外
の
大
道
で
あ
る
と



2∞ 
す
れ
ば
、
そ
れ
が
あ
る
地
域
で
、
そ
の
向
き
方
が
費
わ
る
と
い
う
の

は
、
嘗
然
そ
れ
が
山
と
か
川
と
か
の
自
然
保
件
の
影
響
を
う
け
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
園
人
が
地
理
上
の
方
位
を
示
す
の
に
、
た

と
え
ば
『
福
岡
貢
』
に
み
る
ご
と
く
、
ま
た
三

t
四
世
紀
に
『
水
鰹
』

が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
川
を

皿「南北肝といい、東西陪という。
河東は東西をもって肝といい、
南北阿という」ごとについて。

十

賀詞

規
準
と
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て
み
る
と
、
川
の
影
響
で
は
な
い
か
と

認
め
ら
れ
る
。

洛水

そ
こ
で
地
闘
を
み
る
と
、
黄
河
流
域
の
主
な
諸
川
が
、
滑
水
に
せ

ょ
、
洛
水
に
せ
よ
、
お
お
む
ね
東
流
し
て
い
る
の
に
、
ひ
と
り
河
東

の
扮
水
が
南
流
し
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら

の
大
河
に
流
入
す
る
諸
川
に
沿
っ
て
遁
を
造
る
と
、
圃
E

の
ご
と

く
、
河
東
以
外
で
は
南
北
と
な
り
、
河
東
で
は
東
西
と
な
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
幹
糠
道
路
に
直
角
に
交
差
す
る
支
線
を
造
る
と
、
河

東
以
外
で
は
東
西
と
な
り
、
河
東
で
は
南
北
と
な
る
。
そ
の
幹
線
道

路
を
肝
と
い
い
、
支
繰
を
陪
と
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

華
北
に
、
こ
の
よ
う
な
遁
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
滑

水
な
ど
の
大
河
川
に
流
入
す
る
諸
川
を
利
用
し
て
湛
瓶
し
、
耕
地
を

開
く
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
肝
聞
の
第
七
の
特
徴

と
し
て
あ
げ
た
肝
と
聞
と
が
直
角
に
交
差
し
て
い
る
理
由
が
、
は
じ
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め
て
納
得
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
肝
陪
を
濯
瓶
用
水
の
た
め
に
つ
く
っ
た
道
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
嘗
然
ド
テ
で
守
ら
れ
て
い

た
筈
で
あ
る
か
ら
、
特
徴
の
，第
八
に
あ
げ
た
ド
テ
に
な
っ
た
道
と
い
う
こ
と
に
も
合
致
し
よ
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
肝
聞
の
上
に
は
、
逼
常
、
桑
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
「
陪
上
桑
」
と
い
う
。
「
岡
上
桑
」
は
、
古
来
男

(
日
目
〉

女
密
舎
文
皐
の
テ
l
マ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
土
ど
め
の
た
め
に
肝
陪
に
植
え
た
桑
で
あ
る
。
事

賞
、
中
央
ア
ジ
ア
は
、
今
日
で
も
圃
W

の
よ
う
に
、
濯
概
用
水
路
に
桑
や
検
を
二
列
に
密
植
し
て
い
る
。

そ
れ
が
男
女
の
密
舎
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
百
円
が
治
水
事
業
に
難
行
し
て
い
た
と
き
、
塗
山
氏
の
娘
と
蓋
桑
の
下
で
通
じ
た
と
い
う
惇

読
に
は
じ
ま
続
V

こ
れ
は
屈
原
の
「
天
間
」
に
み
え
る
。
塗
山
氏
の
娘
と
は
、
濯
概
・
排
水
用
水
路
の
た
め
に
造
っ
た
ド
テ
を
意
味
し
、
蔓
桑

と
は
、
そ
の
上
に
植
え
た
土
ど
め
の
た
め
の
桑
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
肝
陪
と
は
、
本
来
、
濯
概
用
水
を
ひ
く
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
ド
テ
の
あ
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
確
か
め
ら
れ
よ

ぅ。
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肝
隔
の
原
型

肝
隔
が
潅
瓶
用
水
を
ひ
く
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
遁
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
肝
聞
は
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
合
理
的
に

水
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
地
形
が
許
せ
ば
、
一
本
の
ま
っ
す
ぐ
な
幹
線
の
上
に
、
一
定
の
間
隔
で
、
こ
れ
に
直
角
に
交
差
す
る
支
線
を
つ
く

れ
ば
よ
い
。
幹
線
の
水
は
支
線
を
逼
じ
て
左
右
均
等
に
分
け
ら
れ
、
同
じ
く
支
線
の
水
も
左
右
に
均
等
に
分
け
ら
れ
る
。

だ
と
す
る
と
、
一
つ
の
隔
が
濯
概
す
る
耕
地
と
、
鄭
の
陪
が
濯
概
す
る
耕
地
と
の
聞
に
は
、
境
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
さ
き
に
私
が
指
摘

し
た
『
読
文
』
に
「
畷
は
、
雨
百
の
聞
の
遣
な
り
」
と
あ
る
畷
が
、
そ
の
境
の
道
で
あ
る
。
勿
論
、
『
読
文
』
は
主
と
し
て
経
文
解
樟
の
た
め
に

編
纂
さ
れ
た
僻
書
で
あ
り
、
百
と
畷
を
井
田
聞
の
遁
と
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
百
H
陪
を
井
聞
の
道
と
す
る
設
は
、
商
鞍
が
肝
悶
を
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聞
い
て
以
後
、
陪
な
る
道
が
史
籍
に
敷
多
く
見
ら
れ
る
事
貧
か
ら
推
し
て
認
め
が
た
い
。
『
読
文
』
が
畷
を
説
明
し
、
「
商
百
の
聞
の
遁
」
と
い



2回

っ
て
い
る
の
は
、
湊
嘗
時
に
、
畷
な
る
道
、
が
陪
と
悶
と
の
間
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
肝
陪
の
千
と
百
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
川
琢
治
氏
は
、
肝
の
長
さ
が
千
歩
、
隔
の
長
さ
が
百
歩
で

あ
っ
た
か
ら
だ
と
丸
山
内
、
木
村
正
雄
氏
は
、
耕
地
を
千
畝
と
百
畝
に
分
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
と
川
、
水
津
一
朗
氏
は
、
同
じ
く
千
畝
・
百

畝
設
を
と
り
な
が
ら
も
、
肝
隔
を
一

O
O歩
×
二

O
O
H
一
O
O畝
の
タ
テ
長
の
耕
地
を
、
ヨ
コ
十
筒
、
タ
テ
十
段
に
つ
く
っ
た
国
聞
の
遁
と

ハ
輔
副
〉

解
さ
れ
、
か
く
し
て
で
き
た
千
畝
の
地
積
に
そ
う
中
央
の
南
北
線
を
肝
、
百
畝
ず
つ
の
地
積
を
匡
重
す
る
東
西
線
を
陪
と
い
司
た
と
さ
れ
、
米

田
賢
次
郎
氏
は
、
域
内
・
城
外
を
問
わ
ず
、
千
戸
・
百
戸
に
区
切
る
遁
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
に
刷
、
楠
山
修
作
氏
は
、
南
北
千
歩
・
東
西
二
千

ハ

nv

四
百
歩
の
遁
に
よ
っ
て
、
百
夫
の
回
す
な
わ
ち
百
頃
の
耕
地
に
土
地
を
匡
重
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
。
小
川
読
は
肝
隔
を
井

田
聞
の
遁
と
す
る
立
場
に
た
た
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
先
述
の
理
由
か
ら
認
め
難
い
。
ま
た
肝
陪
は
、
か
な
り
の
大
道
で
あ
る
か
ら
、
百
畝
・

千
畝
を
匡
切
る
遁
と
す
る
設
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
肝
陪
は
域
外
の
遁
で
あ
る
か
ら
、
住
宅
千
戸
・
百
戸
に
封
す
る
道
と
す
る
考
え
に

は
く
み
し
難
い
。
ま
た
、
肝
を
千
歩
、
聞
を
百
頃
に
由
来
す
る
と
し
、
車
位
を
か
え
て
解
揮
す
る
の
も
、
無
理
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
さ
き
に
長
安
鯨
を
検
討
し
、
長
安
購
を
構
成
し
た
二
つ
の
栗
落
は
、
そ
れ
ぞ
れ
タ
テ
三
十
二
呈
十
八
歩
、
ヨ
コ
十
六
皇
九

歩
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
襲
落
に
は
、
北
漫
か
ら
三
里
六
十
一
・
八
歩
間
隔
に
悶
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
陪
に
は
、
そ
れ
に
直
角
に
交
差
す
る

南
北
の
道
す
な
わ
ち
肝
が
、
少
な
く
と
も
一
像
通
っ
て
い
た
と
推
定
し
た
。
そ
こ
で
、
も
し
そ
の
肝
が
そ
の
栗
落
の
中
央
を
南
北
に
縦
断
し
て
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い
た
と
す
る
と
、
そ
の
肝
か
ら
三
里
六
十
一
・
八
歩
間
隔
に
左
右
に
ひ
か
れ
た
聞
は
、
タ
テ
三
里
六
一
・
八
歩

(
H
九
六
一
・
八
歩
)
×
ヨ
コ
八

里
四
・
五
歩
ハ

H
二
四
O
四
・
五
歩
〉
す
な
わ
ち
お
お
む
ね
一

O
O
O歩
×
二
四

O
O
H
一
0
0
0
0畝
H
一
O
O頃
ず
つ
に
土
地
を
分
け
て
い

た
こ
と
に
な
ろ
う
。
肝
陪
の
陪
が
聞
と
よ
ば
れ
た
の
は
、
陪
が
こ
の
よ
う
に
百
頃
ず
つ
に
土
地
を
匡
切
る
道
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う

か
。
だ
と
す
れ
ば
、
肝
は
千
頃
を
臣
重
す
る
遁
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
左
右
に
五
悶
ず
つ
計
十
隔
を
出
し
た
遁
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
一
昨
の
長
さ
は
、
一

O
O
O歩
×
五

H
五
O
O
O歩
だ
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
、
肝
と
は
長
さ
五
O
O
O歩
H
一
六
里
ニ

O
O歩
の
幹
線
道
路
で
あ
り
、
陪
と
は
そ
の
左
右
に
一

O
O
O歩
H
三
里



「

O
O歩
間
隔
に
ひ
か
れ
た
長
さ
二
四

O
O歩
H
八
里
の
支
線
道
路

で
あ
る
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
遁
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
濯
概

用
水
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
道
で
あ
り
、
そ
し
て
幹
線
の
水
が
聞
を

逼
じ
て
左
右
に
均
等
に
分
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
支
線
の
水
も
陪
か
ら

左
右
均
等
に
分
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
耕
地
の
北
漫
か
ら

第
一
番
目
の
陪
ま
で
の
距
離
と
第
五
番
目
の
聞
か
ら
耕
地
の
南
遣
ま

で
の
距
離
は
、
一

O
O
O歩・一・ニ
H
五
O
O歩
H

一
里
二

O
O歩
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
陪
と
陪
と
の
中
央
、
陪
か
ら
五

O
O歩

H

一
里
二

O
O歩
の
と
こ
ろ
に
畷
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
肝
陪
は
、
清
水
な
ど
の
大
河
川
に
流
入
す
る
諸
川
を

利
用
し
、
百
噴
ず
つ
十
ブ
ロ
ッ
ク
の
耕
地
に
濯
概
し
た
濯
瓶
用
水
の

一
頃
は
一
夫
の
回
、
百
頃
は
百
夫

た
め
に
つ
く
ら
れ
た
道
で
あ
る
。

の
田
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
肝
悶
が
百
人
分
ず
っ
、
千
人
分
の
耕
地
を

な
し
た
た
め
、
そ
の
耕
地
の
こ
と
を
肝
岡
、
正
し
く
は
仔
侶
と
も
い
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一
仔
倍
の
ま
わ
り
に
は
、
嘗
然
、
排

水
準
骨
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
は
、
土
盛
り
が
さ
れ
た
筈

で
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
一
伴
侶
の
耕
地
の
外
境
を
な
し
て
い
た
と

認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
『
史
記
』
「
商
君
停
」
に
い
う
「
封
彊
」
で

あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
商
君
惇
」
の
「
魚
田
開
肝
悶
封
彊
」
と
い

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

滑水
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「
田
の
た
め
に
肝
悶
・
封
彊
を
開
く
」
と
讃
む
べ
き
で
あ
る
。

う
記
事
は
、

商
鞍
は
、
こ
の
よ
う
な
濯
概
法
を
原
型
と
し
、
圃
V
の
よ
う
な
耕
地
を
開
か
せ
、
そ
れ
を
核
家
族
の
成
年
男
子
に
一
一
噴
ず
つ
割
り
あ
て

た
。
商
鞍
は
、
そ
れ
よ
り
ま
え
孝
公
三
年
(
紀
元
前
三
五
九
)
の
第
一
次
改
革
の
と
き
、
父
子
兄
弟
の
同
室
を
禁
じ
、
犯
す
者
は
そ
の
賦
を
倍
に

し
、
第
二
次
改
革
の
と
き
も
、
同
じ
禁
令
を
出
し
、
核
家
族
に
分
解
し
た
。
肝
陪
制
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
耕
地
、
あ
る
い
は
肝
陪
制
に
よ
っ
て

再
分
割
し
た
耕
地
を
、
か
く
し
て
析
出
し
た
成
年
男
子
に
割
り
あ
て
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
男
子
は
同
時
に
戦
士
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
肝
悶
制
は
「
且
つ
耕
し
、
且
つ
戟
う
」
耕
験
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の

こ
と
を
察
津
は
「
そ
れ
商
君
、
孝
公
の
た
め
に
権
衡
を
卒
ら
か
に
し
、
度
量
を
正
し
、
軽
重
を
調
し
、
肝
岡
に
決
裂
し
、
民
に
耕
載
を
敬
う
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
兵
、
地
慶
に
動
き
、
兵
、
園
富
に
休
む
」
ハ
『
戟
圏
第
』
穆
二
「
秦
昭
護
王
」
下
〉
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
う

と
、
こ
の
『
戟
園
策
』
や
『
史
記
』
巻
七
九
「
奈
津
俸
」
に
の
っ
て
い
る
奈
津
の
言
に
「
決
裂
肝
陪
」
と
あ
る
の
を
、
従
来
は
「
肝
闘
を
決
裂

し
」
と
讃
み
、
こ
れ
が
「
開
肝
陪
」
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が
、
「
決
裂
肝
陪
」
の
肝
隔
は
、
肝
陪
の
道
で
は
な

一回一

く
、
肝
岡
制
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
耕
地
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
決
裂
肝
陪
」
は
、
肝
陪
制
に
よ
っ
て
既
耕
地
を
再
分
割
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
「
決
裂
肝
陪
」
は
「
肝
隔
に
決
裂
す
」
と
讃
む
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
解
揮
す
れ
ば
、
「
開
肝
陪
」
と
矛
盾
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
に
み
る
と
、
「
開
肝
陪
」
政
策
は
、
単
な
る
土
地
開
設
・
土
地
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家
族
制
度
・
村
落
制
度
の
再
編
成
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

秦
は
、
か
く
し
て
作
っ
た
新
邑
を
基
礎
と
し
て
園
力
を
伸
張
し
、

つ
い
に
六
圏
を
卒
定
し
た
の
で
あ
る
。



鯨
郷
制
度
に
つ
い
て

1 

「
十
里
一
郷
」
に
つ
い
て

商
鞍
の
「
開
肝
陪
」
政
策
が
、
滑
水
な
ど
の
大
河
川
に
流
入
す
る
諸
川
を
利
用
し
た
河
川
濯
漉
に
よ
る
土
地
開
震
・
土
地
改
一
草
で
あ
る
と
同

時
に
、
家
族
制
度
・
村
落
制
度
の
再
編
成
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秦
ーの
村
落
・
都
市
制
度
が
肝
間
制
と
関
係
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

は
、
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
『
史
記
』
巻
五
「
秦
本
紀
」
孝
公
十
二
年
の
僚
に
「
威
陽
を
作
篤
し
、
糞
闘
を
築
き
、
秦
こ
れ
に

後
都
す
。
諸
々
の
小
郷
棄
を
ま
」
、
集
め
て
大
鯨
と
な
す
。
鯨
に
一
令
。
四
十
一
勝
目
の
た
め
に
肝
隔
を
聞
く
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
、

い
え
よ
う
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
は
、
郡
・
鯨
・
郷
・
亭
・
里
か
ら
な
り
た
っ
て
い
た
。
勿
論
、
こ
れ
は
孝
公
時
代
の
も
の
で

は
な
く
、
始
皇
帝
の
天
下
統
一
期
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
肝
陪
制
が
秦
の
六
園
卒
定
の
基
礎
を
つ
く
る
よ
う
な
役
割
り

を
は
た
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
が
肝
陪
制
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
。

さ
て
、
肝
間
制
と
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
長
さ
五
千
歩
の
肝
の
左
右
に
、
長
さ
二
千
四
百
歩
の
陪
を
五
本
ず
つ
つ
く
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
隔
の

左
右
に
、
一
一
頃
の
耕
地
を
五
十
匡
重
ず
つ
つ
く
っ
た
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
商
鞍
は
、
そ
れ
ら
の
耕
地
を
核
家
族
の
成
年
男
子
に
一
一
唄
ず
つ
割

り
あ
て
た
。
だ
と
す
る
と
、
か
く
し
て
で
き
た
莱
落
は
、
核
家
族
百
家
か
ら
な
る
十
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ

ぅ。
と
こ
ろ
で
、
『
績
漢
書
』
巻
二
八
「
百
官
志
」
五
に
「
里
に
里
魁
あ
り
」
と
あ
り
、
晋
の
司
馬
彪
の
本
注
に
「
里
魁
は
一
里
百
家
を
掌
ど
る
」

と
あ
る
。
そ
こ
で
百
家
を
一
里
と
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
一
陪
ハ
百
夫
の
固
と
い
う
意
味
で
の
陪
〉
が
一
里
、

2出

っ
て
一
肝
隔
に
よ
っ
て
十
里
の
豪
落
が
で
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
雁
劫
は
『
風
俗
温
』
で

一
肝
十
里
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
従

「
園
家
の
制
度
、
大
率
十
里
一
郷
」
と
い
っ
て
い
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る
が
、
そ
の
郷
が
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
そ
の
里
の
農
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
あ
て
ら
れ
た

(聞)里=100戸

耕
地
の
中
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
嘗
時
の
農
民
は
、
み
な

土
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
特
定
の
住
宅
匡
の
中
に
居
住
し
、
夜
明
け
に
そ

こ
か
ら
出
て
耕
地
に
行
き
、
日
暮
れ
に
も
ど
る
生
活
を
し
て
い
た
。

そ
の
特
定
の
宅
匡
を
一
般
に
里
あ
る
い
は
闇
里
と
い
う
が
、
そ
の

里
は
、
圃
班

の
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
陪
〈
百
夫
の
回
と
い
う
意
味

で
の
陪
)
の
ま
ん
中
を
逼
る
陪
ハ
道
路
を
指
す
陪
〉
の
上
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
後
漢
書
』
巻
七
九
上
「
儒
林
停
」
に
、

「
孫
期
、
字
は
仲
議
、
済
陰
成
武
の
人
な
り
。
少
く
し
て
諸
生
と
な

り
、
京
民
の
易
・
古
文
尚
書
を
習
う
。
家
賃
、
母
に
転
え
て
至
孝
。

阿 1

畷①トーー一一

家
を
大
津
中
に
牧
し
、
以
っ
て
奉
養
す
。
:
:
:
里
落
そ
の
仁
譲
に
化

す
。
責
巾
の
賊
お
こ
り
、
期
の
里
の
隔
を
過
ぐ
。
相
約
し
て
孫
先
生

の
舎
を
犯
さ
ず
」
と
あ
り
、
孫
期
の
家
が
あ
っ
た
里
が
、
陪
に
通
じ

て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。

境郷
竺
一
二
一

E
E
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F
E
E
h同
M
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T
t
l
i
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E
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L
千

T

ー
に
し
i

」;一

②

④

 

2 

3 

③十一一一一
4 

5 

について百「十里 1郷」
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そ
れ
な
ら
ば
『
漢
書
』
巻
一
九
「
百
官
公
卿
表
」
七
上
に
「
大
率
十
里
一
亭
、
亭
に
長
あ
り
。
十
亭
一
郷
、
郷
に
三
老
・
有
秩
・
沓
夫
・
瀞

め
ぐ
り
あ
る
き

徽
あ
り
。
三
老
は
敬
化
を
掌
ど
り
、
音
夫
は
聴
訟
を
職
と
し
、
賦
税
を
牧
め
、
瀞
徴
は
徴
循
し
て
賊
盗
を
禁
、
ず
」
と
あ
る
三
老
た
ち
は
、
本

来
、
ど
こ
に
い
て
郷
を
治
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
郷
の
里
が
す
で
に
聞
の
上
に
散
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
郷
治
は
、
各
里
と
も
っ
と
も
連

〕
絡
の
と
り
易
い
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
一
郷
が
五
聞
か
ら
な
り
た
司
て
い
た
と
み
る
立
場
か
ら
、
郷
治
は
、
第
三
番
目
の
陪



が
肝
と
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
と
考
え
る
。

な
お
、
右
の
「
百
官
公
卿
表
」
に
「
十
里
二
苧
、
十
亭
一
郷
」
と
あ
る
の
は
、
『
風
俗
遁
』
の
い
う
「
十
里
一
郷
」
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
解
揮
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
紛
糾
し
て
い
る
が
、
私
は
、
「
十
里
二
苧
」
の
里
を
距
離
と
解
し
、
「
十
里
二
苧
、
十
亭
一
郷
」
と

は
、
幹
線
道
路
の
十
里
お
き
に
一
亭
を
お
き
、
十
亭
お
き
に
一
肝
聞
を
聞
き
、
そ
こ
に
一
里
百
戸
、
十
里
千
戸
か
ら
な
る
郷
を
置
い
た
こ
と
と

解
揮
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
制
史
皐
舎
第
二
四
回
線
舎
で
報
告
し
た
が
、
『
史
林
』
近
刊
競
で
護
表
す
る
致
定
で
あ
る
。

2 

「
蘇
方
百
里
」
に
つ
い
て

お
お

さ
て
、
私
は
、
郷
の
大
き
さ
を
一
肝
聞
と
み
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
『
漢
書
』
「
百
官
公
卿
表
」
に
「
豚
大
率
方
百
里
。
そ
の
民
調
け
れ
ば
則

す

〈

な

ひ

る

ち
減
じ
、
稀
け
れ
ば
則
ち
瞭
ぐ
。
郷
・
亭
ま
た
か
く
の
如
し
。
み
な
秦
制
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
ど
う
解
樟
す
べ
き
か
。
一
見
こ
れ
は
、
鯨
の

(
お
〉

康
さ
が
約
百
里
四
方
で
、
そ
れ
を
い
く
つ
か
に
分
け
、
郷
・
亭
を
お
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
み
る
と
、
百
里
四
方
す
な

わ
ち
一
高
卒
方
里
を
た
と
え
十
郷
に
分
け
て
も
、
一
郷
千
卒
方
里
と
な
り
、
郷
は
、
一
肝
聞
の
大
き
さ
一
六
・
三
分
の
二
里
×
一
六
里
H
一一六

六
・
六
:
:
:
卒
方
里
よ
り
も
四
倍
近
く
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
厭
と
い
っ
て
も
、
宮
崎
市
定
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
麻
治
の
お
か
れ
た
郷
す
な

門
担
岬

V

れ
ち
都
郷
を
さ
す
場
合
が
あ
り
、
そ
の
蘇
は
、
郷
(
や
亭
〉
と
特
別
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
郡
治

の
お
か
れ
た
蘇
を
郡
と
よ
ん
だ
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
蘇
に
は
、
鯨
治
が
お
か
れ
た
郷
を
指
す
場
合
と
、
そ
れ
が
管
轄
す
る
範
囲
を
さ

す
場
合
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、
「
蘇
大
率
方
百
里
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
嘗
時
「
方
何
里
」
と

い
う
言
い
方
に
は
、
一
連
が
何
里
す
な
わ
ち
何
里
四
方
を
い
う
場
合
と
、
い
ま
一
つ
は
、
方
形
の
周
園
何
里
を
い
う
場
合
と
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
今
本
『
漢
奮
儀
』
巻
下
は
、
長
安
城
の
贋
さ
に
つ
き
「
方
六
十
里
、
組
韓
各
と
十
五
里
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
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そ
し
て
、
豚
城
は
、
こ
の
褒
落
の
中
央
、
第
五
番
目
の
隔
が
肝
と
交

円

mv

差
す
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。

「
鯨
方
百
里
」
を
、
百
里
四
方
と
解
揮
す
る
の
な
ら
ば
、
さ
き
の
史
料
は
、
あ
る
重
要
な
郷
に
瞬
治
を
お
き
、
そ
れ
が
百
里
四
方
内
に
あ
る

郷
を
管
轄
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
郡
の
場
合
、
郡
治
の
お
か
れ
た
賑
を
中
心
に
、
郡
大
守
が
一
定
匡

域
内
に
あ
る
鯨
を
管
轄
し
、
そ
れ
を
郡
域
と
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
豚
治
の
お
か
れ
た
郷
を
都
郷
と
い
い
、
他
を
下
郷
と
い

い
、
都
郷
の
東
に
あ
る
下
郷
を
東
郷
、
西
に
あ
る
下
郷
を
西
郷
、
南
に
あ
る
下
郷
を
南
郷
、
北
に
あ
る
下
郷
を
北
郷
と
い
っ
た
。
こ
の
場
合
、

都
郷
を
除
い
た
他
の
下
郷
の
康
さ
は
、
通
常
、
さ
き
に
み
た
一
肝
陪
の
慶
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
郷
の
境
界
と
は
、
一
肝
隔

に
つ
く
ら
れ
た
封
彊
の
こ
と
で
あ
り
、
郷
と
郷
と
が
隣
接
し
て
い
た
場
合
を
除
い
て
は
、
郷
と
郷
と
の
聞
に
境
界
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

『
漢
書
』
「
百
官
公
卿
表
」
に
「
郷
に
三
老
・
有
秩
・
膏
夫
・
瀞
徽
あ
り
。
:
:
:
揖
徴
は
微
楯
し
て
賊
盗
を
禁
ず
」
と
あ
る
揖
徽
が
巡
還
し
た
と
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る
。
ま
た
『
績
漢
志
』
巻
六
寸
儀
瞳
志
」
下
の
劉
昭
注
補
所
引
の
菅

の
雀
豹
の
『
古
今
注
』
は
、
一
帝
陵
の
康
さ
を
示
す
の
に
、
「
方
何
里
」

と
い
う
言
い
方
を
、
「
周
何
里
」
と
い
う
言
い
方
と
、
同
義
語
に
用

い
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
勝
大
率
方
百
里
」
と
い
う
の
は
、
方

形
の
周
闇
が
約
百
里
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
勝

す
な
わ
ち
都
郷
を
、
固
四
の
ご
と
く
、
二
肝
陪
に
護
達
し
た
豪
落

と
す
る
と
、
タ
テ
の
長
さ
五

O
O
O歩
×
二
H

一
0
0
0
0歩
H
三

ヨ
コ
の
長
さ
二
四

O
O歩
×
二
H
四
八

O
O歩

三
・
三
分
の
一
里
、

H
一
六
里
、
周
囲
九
十
八
・
三
分
の
二
里
と
な
る
か
ら
、
正
し
く
「

大
率
方
百
里
」
で
あ
る
。
こ
の
豚
は
、
二
郷
・
十
間
分
か
ら
な
る
。
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こ
ろ
は
、
そ
の
郷
の
封
彊
内
で
あ
る
。
同
じ
く
、
あ
る
厭
の
郷
が
た
ま
た
ま
隣
蘇
の
郷
と
隣
接
し
て
い
た
場
合
を
除
い
て
は
、
厩
と
蘇
と
の
聞

に
、
境
界
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
さ
き
に
私
が
長
安
城
の
検
討
か
ら
み
ち
び
き
出
し
た
豚
の
モ
デ
ル
の
推
定
圃
は

ω
タ
テ
三
十
二
里
十
八
歩
、
ヨ
コ
十
六
里
九
歩
、
周
囲
九
十
六
里
五
十
四
歩
と
し
た
の
を
、
タ
テ
三
十
三
・
2

一
分
の
一
里
す
な
わ
ち
三
十

三
里
百
歩
、
ヨ
コ
十
六
里
、
周
囲
九
十
八
・
三
分
の
二
里
す
な
わ
ち
九
十
八
里
二
百
歩
、

ω
豚
の
北
遁
か
ら
三
里
六
十
一
・
八
歩
間
隔
に
東
西
九
陪
、
そ

れ
に
直
角
に
交
差
す
る
南
北
の
肝
が
あ
っ
た
と
し
た
の
を
、
豚
の
北

遣
の
五
百
歩
す
な
わ
ち
一
里
二
百
歩
南
か
ら
、
千
歩
す
な
わ
ち
三
里

百
歩
間
隔
に
東
西
十
陪
、
そ
れ
に
直
角
に
交
差
す
る
南
北
の
肝
が
蘇

の
中
央
に
一
様
通
っ
て
い
た
。

品
副
，

間
か
ら
一
里
百
八
十
・
九
歩
の
と
こ
ろ
に
畷
が
あ
っ
た
と
し

た
の
を
、
五
百
歩
す
な
わ
ち
一
里
二
百
歩
と
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
こ
れ
が
、
嘗
時
の
蘇
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。

四

再
び
長
安
城
に
つ
い
て

2ω 

私
は
さ
き
に
、
漢
の
長
安
城
に
閲
す
る
諸
文
献
を
検
討
し
、
長
安

城
の
建
設
プ
ラ
ン
を
推
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
秦
漢
の
村
落
・
都

市
制
度
の
蘇
郷
亭
里
制
度
の
廓
郷
制
度
を
基
礎
と
し
て
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
蘇
郷
制
度
は
、
肝
隔
制
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も

.水

お里1曲昔

16里

沼里

長安城の建設プラン

一回一

咽
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の
で
あ
る
う
と
推
断
し
た
。
そ
こ
で
、
肝
阻
・
蘇
郷
制
度
を
考
察
し
た
結
果
に
よ
り
、
さ
き
の
推
定
圃
を
訂
正
す
る
と
、
固
四

の
ご
と
く
な

る。
ω
漢
の
長
安
披
は
、
タ
テ
三
十
三
・
=
一
分
の
一
里
、
ヨ
コ
一
六
里
×
ニ
H
=
一
二
呈
の
長
安
蘇
の
北
半
分
を
タ
テ
に
四
等
分
し
て
で
き
た
四

つ
の
矩
形
の
中
の
ニ
つ
を
城
壁
で
か
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
タ
テ
三
一
一
了
三
分
の
一
旦
÷
ニ
H
一
六
・
三
分
の
一
里
、

ヨ
コ
三
二
里

÷
ニ
H
一
六
里
、
周
囲
六
十
五
・
三
分
の
一
里
の
方
形
に
設
計
さ
れ
た
。
そ
の
面
積
は
ち
ょ
う
ど
千
頃
で
あ
る
。

ω
長
安
耐
怖
が
タ
テ
三
十
三
・
三
分
の
一
里
、
ヨ
コ
三
十
二
呈
の
方
形
で
あ
っ
た
の
は
、
長
安
蘇
が
、
秦
の
杜
蘇
と
そ
の
西
の
訳
水
琉
域
に

袈
達
し
た
豪
蕗
の
二
つ
を
あ
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
豪
落
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
テ
三
十
三
・
三
分
の
一
里
、
ョ

コ
十
六
里
、
周
囲
九
十
八
・
三
分
の
二
里
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ω
長
安
蘇
を
構
成
し
た
二
つ
の
褒
落
の
大
き
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
テ
三
十
三
・
三
分
の
一
里
、
ヨ
コ
十
六
里
で
あ
っ
た
の
は
、
秦
漢
の

村
落
・
都
市
制
度
の
鯨
郷
亭
皇
制
度
の
麻
の
大
き
さ
「
鯨
大
率
方
百
里
」
と
い
う
規
準
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

例
こ
の
「
蘇
大
率
方
百
里
」
と
い
う
鯨
の
大
き
さ
は
、
鯨
令
が
管
理
す
る
鯨
の
境
域
の
贋
さ
を
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
勝
治
が
お
か
れ

た
郷
す
な
わ
ち
都
郷
の
大
き
き
ゃ
』
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

ω
こ
れ
ら
の
賑
に
は
、
賑
の
北
漫
か
ら
五

O
O歩
H
一
・
三
分
の
二
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
よ
り
、
一

O
O
O歩
H
三
・
三
分
の
一
里
間
隔

に
東
西
に
十
隔
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
直
角
に
交
差
す
る
南
北
の
肝
が
、
蘇
の
中
央
を
貫
通
し
て
い
た
。

紛
だ
か
ら
、
長
安
域
内
に
は
長
安
蘇
の
五
陪
が
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
長
安
城
の
東
西
五
街
で
あ
る
。

M
W

長
安
械
に
は
、
右
の
東
西
五
街
に
直
角
に
交
差
す
る
南
北
の
三
街
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
央
の
一
街
は
、
長
安
械
の
ま
ん
中
を
通
っ
て
い

た
。
こ
れ
は
も
と
、
長
安
師
怖
を
構
成
し
た
二
つ
の
衆
落
の
境
界
の
道
で
あ
る
。
こ
れ
ら
南
北
三
街
と
さ
き
の
東
西
五
街
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
、

長
安
棋
の
八
街
で
あ
る
。

ω
長
安
眠
の
東
西
十
栢
に
は
、
悶
か
ら
五

O
O歩
H
一
・
三
分
の
ご
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
畷
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
畷
の
搬
は
、
南
・
北

-56-



の
蘇
境
に
な
っ
た
も
の
を
除
く
と
、
計
九
僚
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
長
安
域
内
に
は
、
東
西
四
僚
の
畷
が
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
と
さ
き
の
東

西
五
街
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
、
東
西
の
九
連
で
あ
る
。

例
こ
の
東
西
九
遣
に
あ
わ
せ
、
さ
き
の
南
北
三
街
の
ほ
か
に
、
南
北
に
六
僚
の
道
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
が
南
北
の
九
遣
で
あ
る
。

帥
長
安
誠
の
東
・
西
南
壁
の
各
三
門
は
、
長
安
蘇
の
東
西
五
回
を
長
安
械
の
東
西
五
街
に
通
す
よ
う
に
お
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
長
安
蘇

の
北
か
ら
第
一
番
目
の
聞
を
東
壁
北
門
の
宣
卒
門
か
ら
東
西
の
第
一
街
に
通
じ
、
第
二
番
目
の
陪
を
西
壁
北
門
の
薙
門
か
ら
東
西
の
第
二
街
に

遁
じ
、
第
三
番
目
の
隔
を
東
壁
中
門
の
清
明
門
か
ら
東
西
の
第
三
街
に
通
じ
、
第
四
番
目
の
隔
を
東
壁
南
門
の
覇
城
門
か
ら
東
西
の
第
四
街
を

逼
っ
て
西
壁
中
門
の
直
城
門
に
通
じ
〈
た
だ
し
、
こ
の
間
に
は
長
祭
・
未
央
二
宮
が
あ
っ
て
、
賓
際
に
は
貫
通
し
て
い
な
い
て
第
五
番
目
の
陪
を
西
壁
南

門
の
章
門
か
ら
東
西
の
第
五
街
に
通
じ
る
よ
う
に
、
各
城
門
を
配
置
し
た
。
従
っ
て
、
東
・
西
南
壁
の
各
三
門
の
う
ち
、
東
西
の
ま
っ
す
ぐ
な

道
に
よ
っ
て
結
べ
る
の
は
、
東
壁
南
門
の
覇
城
門
と
西
壁
中
門
の
直
城
門
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
封
面
の
城
壁
の
門
と
ず
ら
さ
れ
て
お

か
れ
た
。

こ
れ
に
劉
し
、
南
・
北
雨
壁
の
各
三
門
は
、
南
北
の
三
街
を
域
外
に
通
す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
封
稽
的
に
お
か
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
長
安
城
の
ま
ん
中
を
貫
通
す
る
南
北
の
一
街
を
南
壁
中
門
の
安
門
か
ら
北
壁
中
門
の
蔚
城
門
に
通
じ
、
そ
の
右
に
つ
く
ら
れ
た
南

北
の
一
街
を
南
壁
東
門
の
覆
窪
門
か
ら
北
壁
東
門
の
洛
城
門
に
逼
じ
、
そ
の
左
に
つ
く
ら
れ
た
南
北
の
一
街
を
南
壁
西
門
の
西
安
門
か
ら
北
壁

西
門
の
横
門
に
通
じ
る
よ
う
に
設
計
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

M
W

長
安
蘇
に
は
、
そ
の
周
囲
に
、
も
と
の
肝
岡
の
封
彊
に
あ
た
る
土
盛
り
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
土
盛
り
は
、
長
安
蘇
の
こ
と
を

(l~ 
長
安
城
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
城
壁
に
類
す
る
相
嘗
に
堅
固
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

勿
論
、
以
上
は
建
設
プ
ラ
ン
で
あ
っ
て
、
賞
際
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
長
安
城
は
、
そ
の
北
・
西
・
南
の
三
壁
に
曲
折
が
あ
り
、

城
壁
の
全
長
も
二
五
一

0
0
メ
ー
ト
ル
す
な
わ
ち
漢
代
の
六
十
里
強
で
、
計
重
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
五
里
ほ
ど
短
か
く
、
面
積
も
九
七
二
頃

211 

で
、
二
八
頃
せ
ま
い
。
ま
た
長
安
蘇
も
、
史
書
は
そ
の
大
き
さ
を
タ
テ
・
ヨ
コ
と
も
三
十
二
里
十
八
歩
と
停
え
て
お
り
、
こ
れ
を
蘇
の
規
準
に

弓，
E
G
 



212 

較
べ
る
と
、
タ
テ
が
三
三
里
一

O
O歩
l
三
二
里
一
八
歩
H
一
里
八
二
歩
短
か
く
、
ヨ
コ
が
一
一
一
一
一
豊
一
八
歩
l
一
六
星
×
二

H
一
八
歩
長
く
、

ま
た
東
西
の
道
を
九
陪
と
停
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
規
準
の
十
悶
よ
り
一
間
少
な
い
。
長
安
城
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
は

じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
滑
水
の
流
れ
と
既
設
の
長
祭
・
未
央
二
宮
や
既
存
の
市
街
を
さ
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
安
蘇
の
タ
テ
の
長

さ
が
短
か
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
地
形
の
関
係
か
ら
、
一
陪
分
が
け
ず
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
に
し
て
も
、
漢
の
長
安
城
は
、
唐
の
長
安
城
に
較
べ
る
と
、
い
か
に
も
不
整
形
で
あ
る
。
い
ア
た
い
な
ぜ
漢
の
長
安
城
は
、
は

じ
め
の
計
壷
遁
り
に
強
行
に
施
工
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
唐
の
長
安
城
が
『
周
謹
』
の
腫
制
に
も
と
づ
い
て
造

ら
れ
た
の
に
劃
し
、
漢
の
長
安
城
は
、
肝
陪
制
を
基
礎
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
肝
間
制
は
、
法
家
の
代
表
的
思

想
家
商
鞍
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
耕
職
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
漢
の
長
安
城
は
、
法
家
的
責
務
家
粛
何
が
設
計
し
、
軍
匠
出
身
の
陽
城
延

が
施
工
し
た
。
漢
の
長
安
城
、
が
、
は
じ
め
の
整
形
プ
ラ
ン
を
、
地
形
そ
の
他
の
賦
況
に
鹿
じ
、
遁
宜
に
費
形
さ
れ
て
行
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め

で
あ
る
。
宇
都
宮
清
吉
氏
は
、
漢
長
安
城
H
不
整
形
自
然
護
連
都
市
設
を
と
ら
れ
る
立
場
か
ら
、
「
長
安
城
建
設
の
任
に
嘗
っ
た
粛
何
の
ご
と

き
は
、
着
賓
こ
の
う
え
な
い
法
家
的
責
務
精
神
に
徹
し
た
人
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
長
安
が
法
家
的
合
理
主
義
の
一
表
現
で
あ
る
と
み
て
も
、

(
佃
岨
)

決
し
て
い
い
す
ぎ
で
も
誤
り
で
も
な
か
ろ
う
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
私
は
、
自
然
麓
達
都
市
読
を
と
ら
な
い
が
、
安
嘗
な
指
摘
だ
と
思
う
。

関

結

び

漢
の
長
安
城
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
停
え
て
い
る
諸
文
献
に
種
々
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
容
易
に
そ
の
全
一
貌
を
解
く
手
掛
り
が
つ

か
め
な
い
現
般
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
秦
漢
の
村
落
・
都
市
制
度
の
豚
郷
亭
皇
制
度
の
牒
〈
H
都
郷
)
の
制
度
を
基
礎
と
し
て
造
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
鯨
郷
制
度
は
、
秦
の
商
鞍
の
肝
隔
制
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

肝
間
制
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
「
商
君
惇
」
に
「
孝
公
十
二
年
、
回
の
た
め
に
肝
隔
・
封
彊
を
聞
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
清
水
な
ど
の
大

河
川
に
流
入
す
る
諸
川
を
利
用
し
て
濯
概
し
、
百
頃
の
耕
地
を
十
プ
ロ
ッ
ク
つ
く
り
、
そ
れ
を
核
家
族
の
成
年
男
子
に
一
頃
ず
つ
割
り
あ
て
、



ま
た
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
既
存
の
耕
地
・
村
落
を
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
商
鞍
の
邑
制
は
、
百
戸
の
部
落
、
十
か
ら
な
っ
た
。

そ
の
部
落
が
里
で
あ
り
、
そ
の
豪
落
が
郷
で
あ
り
、
そ
し
て
大
郷
に
鯨
を
置
き
、
そ
れ
に
お
お
む
ね
百
里
四
方
内
に
あ
る
諸
郷
を
管
轄
さ
せ

た
。
秦
は
、
か
く
し
て
つ
く
っ
た
初
勝
を
基
礎
と
し
て
園
力
を
伸
張
し
、
つ
い
に
六
園
を
卒
定
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
秦
は
天
下
を
統
一
す
る
と
、
全
園
に
幹
線
道
路
を
つ
く
る
一
方
、
村
落
・
都
市
を
肝
隔
制
に
よ
っ
て
再
編
成
し
、
そ

れ
を
制
度
化
し
た
。
い
わ
ゆ
る
豚
郷
亭
里
制
度
の
蘇
郷
制
度
で
あ
る
。
秦
は
間
も
な
く
崩
捜
し
た
が
、
漢
も
基
本
的
に
は
秦
制
を
踏
襲
し
た
。

だ
か
ら
、
漢
の
長
安
城
も
、
肝
陪
・
豚
郷
制
度
を
基
礎
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
本
『
漢
奮
儀
』
に
「
長
安
城
、
方
六
十
里
、
経
緯
各
ミ

十
五
里
」
と
あ
る
の
に
『
三
輔
黄
圃
』
所
引
の
『
漢
嘗
儀
』
に
「
長
安
城
中
、
経
緯
各
記
長
さ
三
十
二
里
十
八
歩
」
と
あ
り
、
ま
た
『
三
輔
奮

事
』
に
「
長
安
城
中
、
八
街
・
九
回
」
と
あ
る
の
に
、
『
一
ニ
輔
決
錬
』
に
「
長
安
城
、
み
な
九
遣
を
遁
達
し
、
以
っ
て
相
経
緯
す
」
と
あ
る
の

t主

一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
肝
陪
制
に
よ
っ
て
解
揮
す
る
と
、
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
。
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註
〈I
V
漢
の
長
安
滅
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
武
敏
『
長

安
』
〈
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
一
年
〉
「
参
考
文
献
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
2
〉
豚
郷
亭
皇
制
度
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
池
田
雄
一
「
漢

代
に
お
け
る
皇
と
自
然
村
と
に
つ
い
て
」
〈
『
東
方
拳
』
第
三
八
韓
、
一
九

六
九
年
〉
の
註
(
1
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
れ
以
後
の
も
の
に
、
池
田

雄
一
「
中
園
古
代
に
お
け
る
褒
落
形
態
に
つ
い
て
」
(
『
中
央
大
皐
文
民
事
部

紀
要
』
史
皐
第
一
六
鋭
、
一
九
七

O
年
)
、
越
智
重
明
「
漢
貌
育
南
靭
の

郷
・
亭
・
里
」
〈
『
東
洋
皐
報
』
第
五
三
巻
第
一
一
鋭
、
一
九
七
O
年
〉
、
好

並
隆
司
「
漢
代
郷
里
制
の
前
提
」
(
『
史
皐
研
究
』
第
一
一
一
-
一
鋭
、
一
九
七

一
年
)
、
佐
藤
武
敏
「
商
換
の
蘇
制
に
関
す
る
鹿
児
書
」
(
『
中
園
史
研
究
』

六
、
一
九
七
一
年
〉
が
あ
る
。

ハ3
)
肝
悶
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
楠
山
修
作
氏
が
「
降
陪
の

研
究
」
〈
『
東
方
皐
』
第
三
八
瞬
〉
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
研

究
に
越
智
重
明
「
秦
の
商
鞍
の
愛
法
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
祉
禽
経
済
史
皐
』

第
三
七
巻
第
四
続
、
一
九
七
一
年
〉
が
あ
る
。

〈4
)
王
仲
殊
「
湊
長
安
城
考
古
工
作
的
初
歩
牧
穫
」
(
『
考
古
遜
訊
』
一
九
五

七
年
五
獄
〉

(
5
〉
栗
原
朋
信
「
秦
始
皇
帝
名
競
考
」
(
『
中
園
古
代
史
の
諸
問
題
』
東
京
大

皐
出
版
部
、
一
九
五
四
年
、
所
牧
〉
、
同
著
『
秦
漢
史
の
研
究
』
ハ
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
O
年
〉
一
四
t
二
四
頁
参
照
。

ハ6
〉
那
波
利
貞
「
支
那
都
邑
の
城
郭
と
そ
の
起
源
」
〈
『
史
林
』
第
一

O
倉
第

二
誠
、
一
九
二
五
年
〉
、
佐
藤
武
敏
「
漢
代
長
安
の
市
」
ハ
『
中
園
古
代
の

祉
舎
と
文
化
』
東
京
大
皐
出
版
命
、
一
九
五
七
年
、
所
牧
〉
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〈
7
)
駒
井
和
愛
『
幽
阜
魯
滅
の
遺
蹟
』
ハ
東
京
大
息
文
筆
部
、

年
}

ハ8
)
午
汲
古
紙
の
愛
掘
報
告
に
つ
い
て
は
、
五
井
直
弘
氏
が
、
筑
摩
書
房
『

世
界
の
歴
史
』
三
巻
(
一
九
六

O
年
)
の
「
豪
族
佐
倉
の
設
展
」
の
中

で
、
園
設
さ
れ
て
い
る
。

(
9
〉
漢
の
長
安
の
主
要
な
市
が
滅
外
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
宇
都
宮
清
古
田
氏
が

「
酉
漢
の
首
都
長
安
」
(
同
著
『
漢
代
枇
曾
経
済
史
研
究
』
弘
文
堂
、
一

九
五
五
年
、
所
牧
〉
で
、
佐
藤
武
敏
氏
が
「
漢
代
長
安
の
市
」
で
考
表
さ

れ
て
い
る
。

(
叩
〉
木
村
正
雄
「
評
陪
』
に
つ
い
て
」
(
『
史
潮
』
第
一
二
巻
第
二
鋭
、
一

九
四
三
年
〉

(
U
〉
佐
藤
武
敏
『
長
安
』
〈
前
掲
)

(uv
楠
山
修
作
「
肝
隔
の
研
究
」
ハ
前
掲
)

(
臼
〉
伊
藤
清
造
「
漢
長
城
考
」
(
『
考
古
象
雑
誌
』
第
二
三
谷
第
七
競
・
第
八

披
、
一
九
三
二
年
〉

ハ
uv
宇
都
宮
清
士
日
「
西
漢
の
首
都
長
安
」
ハ
前
掲
)

ハ
日
〉
王
仲
殊
「
漢
長
安
城
考
古
工
作
的
初
歩
牧
穫
」
ハ
前
掲
)

(
日
目
〉
乾
一
夫
「
係
桑
文
皐
と
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
」
〈
『
古
典
-
評
論
』
第
五
鏡
、
一

九
六
九
年
〉
多
照
。

(
口
)
鈴
木
虎
雄
「
採
桑
惇
説
」
(
『
支
那
皐
』
第
一
審
第
七
続
-
九
一
一
一
〉

ハ
何
回
〉
小
川
琢
治
「
肝
隠
と
井
図
」
(
『
支
那
拳
』
第
五
港
第
二
統
一
九
二
五
〉

(
臼
)
木
村
正
雄
「
『
肝
陪
』
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)

ハ
却
)
水
津
一
期
「
古
代
筆
北
の
方
格
地
割
」
(
『
地
理
皐
評
論
』
第
三
六
巻
第

一
鋭
、
一
九
六
一
一
一
年
〉

(mv
米
国
賢
次
郎
コ
一
回
O
歩
一
一
畝
制
の
成
立
に
つ
い
て
1
|
商
秩
餐
法
の

一
九
五

O

一
側
面
|
|
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
六
巻
第
四
貌
、

〈
詑
〉
楠
山
修
作
「
肝
陪
の
研
究
」
〈
前
掲
)

(
幻
)
『
史
記
』
各
五
「
秦
本
紀
」
、
各
一
五
「
六
園
年
表
」
に
は
、
三
十
一
鯨

と
あ
る
。
何
れ
を
と
る
か
諸
家
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
、
ま
た
、
そ
れ

ら
が
置
か
れ
た
地
域
に
つ
い
て
も
、
秦
全
土
と
す
る
設
、
成
陽
以
東
と
す

る
設
、
威
陽
以
西
と
す
る
設
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

佐
藤
武
敏
「
商
鉄
の
燃
制
に
関
す
る
受
書
」
を
多
照
さ
れ
た
い
。

〈
M
C
越
智
重
明
氏
は
、
「
漢
時
代
の
戸
と
家
|
|
主
と
し
て
戸
籍
制
度
面
か

ら
み
た
1

1」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
七
八
編
第
八
獄
、
一
九
六
九
年
〉
で
、

漢
代
の
戸
籍
制
度
上
の
戸
は
、
父
生
存
中
兄
弟
同
居
共
財
を
基
本
と
し
、

核
家
族
を
車
位
と
し
た
把
え
方
を
し
て
な
か
『
た
と
さ
れ
、
秦
漢
時
代
に

一
星
百
戸
と
す
る
制
度
が
あ
っ
た
と
い
う
考
え
を
疑
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
商
品
軟
は
二
度
に
わ
た
っ
て
同
居
の
禁
令
を
出
し
て
お
り
、
か
つ
後
民

に
よ
っ
て
村
づ
く
り
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
核
家
族
百
家
を
一
塁
と
し

た
と
み
て
差
支
え
な
い
。

ハ
お
〉
越
智
重
明
氏
は
、
「
漢
貌
耳
目
南
朝
の
郷
・
亭
・
皇
」
ハ
『
東
洋
畢
報
』
第

五
三
巻
第
一
一
獄
、
一
九
七

O
年
)
で
、
百
里
四
方
の
蘇
を
四
郷
に
分
け
ら

れ
て
い
る
。

〈M
m
)

宮
崎
市
定
「
中
園
に
お
け
る
衆
落
形
態
の
餐
遷
に
つ
い
て
|
|
邑
・
園

と
郷
・
亭
と
村
と
に
衡
す
る
考
察
|
|
」
ハ
『
大
谷
史
皐
』
第
六
貌
、
一
九

五
八
年
〉

ハ
幻
〉
私
見
に
よ
れ
ば
、
師
脈
城
は
肝
上
の
第
二
番
目
の
亭
城
に
お
か
れ
た
。
こ

れ
を
都
亭
と
い
い
、
他
を
下
亭
と
い
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿

に
て
明
ら
か
に
す
る
。

〈
mv
字
都
宮
清
士
ロ
「
西
漢
の
首
都
長
安
」
〈
前
掲
〉

一
九
六
八
年
〉
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